
農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020010
環境行政権限の
移譲

①森林法
②国有林野の管
理経営に関する
法律
③山村振興法
④農用地の土壌
汚染防止等に関
する法律

①②　　森林・林業行政は森林・林業基本法や森林法などの法
律に基づき推進されている。
　このうち、森林・林業基本法（第２条、３条）においては、森林の
持つ多面的機能の維持・発揮のための整備保全と林業の持続
的かつ健全な発展を基本理念としており、国は森林・林業に関
する施策を総合的に策定実施することとしている。
　森林法に基づく森林計画制度は、良好な自然環境の保全及び
形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮
が払われており、環境基本計画とも調和したものであり、国、都
道府県、市町村の各段階で策定することとしている。
　また、国有林野についても、国有林野の管理経営に関する法
律第３条において、国有林野の管理経営の基本理念として、国
有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、林産物
を持続的かつ計画的に供給し、国有林野の活用によりその所在
する地域における産業の振興に寄与することを目標としており、
環境と林業の調和した管理経営を行うこととしている。
　このような基本理念の下で、個々の国有林野の基本的な経営
計画を定める地域管理経営計画の策定に当たっては、「木材の
安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項」、
「地域における産業の振興叉は住民の福祉の向上その他国有
林野の活用に関する事項」等について定めることとし、その策定
及び変更に当たっては関係の都道府県知事や市町村長から意
見を聴くこととしているなどの措置を講じているところである。
③ 振興山村の指定に当たっては、都道府県知事が市町村長に
協議の上申請を行い、主務大臣はこれに基づき関係行政機関
の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴取し指定することと
されている。山村振興計画については、都道府県知事が当該振
興山村の区域を管轄する市町村長に協議の上作成し、主務大
臣等への協議を行うこととされている。主務大臣は、山村振興計
画の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長
に協議し、都道府県知事に山村振興に関する具体的方針を勧
告することができることとされている。

①②③
E

①②　現状においても、森林・林業行政は自然環境の
保全との調和を図りつつ、環境保全行政と一体的に推
進されているとともに、国、都道府県、市町村といった
行政機関が一体となって取り組むことができるよう措
置されているものと思料。
③　山村振興法は、山村地域の振興を図ることを目的
とした法律であり、環境行政と一体化した農林水産業
の競争力強化に向けて、「関西州（産業再生）特区」に
て行われる取組を阻害するものではない。また、振興
山村の指定及び山村振興計画の協議、山村振興方針
の勧告等の事務は、全国の山村地域の振興を図るた
めに、国、都道府県、市町村といった行政機関が一体
となって取り組むことができるよう措置されているもの
である。
④　具体的な要望内容が判明し次第、回答する。

1348 13482010

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､関
西経営者協
会､
大阪商工会
議所､京都商
工会議所､神
戸商工会議
所

環境行政と
一体化した
農林水産業
の競争力強
化

○水質保全、土壌汚染防止、森林保護など農
林水産業と密接に関連する環境行政の権限を
国から「関西州（産業再生）特区」の組織に
移譲すること。

農林水産省 1020020
一級河川管理権
限等の移譲

海岸法
第５条、第３７条
の３

海岸保全区域、一般公共海岸区域については、海岸
管理者（都道府県知事、市町村長等）が管理を行うと
されている。

Ｃ
海岸の管理については、海岸管理者（都道府県知事
又は市町村長等）が実施しているところである。

1350 13502010

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､関
西経営者協
会､
大阪商工会
議所､京都商
工会議所､神
戸商工会議
所

水資源の保
全活用のた
めの水系の
一体的管理

○関西において完結する水系を一体的に管理
できるようにするため、一級河川の管理権限
はじめ所要の権限を国から「関西州（産業再
生）特区」に移譲すること。

農林水産省 1020030
地域産木材・リ
サイクル品の活
用支援

特になし
公共事業における木材等の使用については、特に制
限は設けていない。

D-1

公共事業における地域産木材の使用については、可
能な箇所については積極的に取り組んでいるところで
あり、既に実現が可能となっている。
　農林水産省においても「農林水産省木材利用拡大行
動計画」を策定し、木材利用を推進していることから、
事業主体におかれても是非積極的に木材を利用して
頂きたい。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

提案内容は実現可能と解して良い。 1431 14312010 和歌山県

地域産木
材・リサイク
ル品の活用
支援

地域の資源（地域産木材、地域産リサイクル
品）の有効利用を図ることにより、地域の循
環型社会構造の転換を図るとともに、幅広い
雇用創出効果等により地場産業の活性化を図
り、地域再生を支援する。

農林水産省 1020040
地域再生計画に
認定された構想
限定の権限委譲

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条
農地法第４条、第
５条

  農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。（４haを超える農地の転用について
は、農林水産大臣の許可としている。）
　農用地区域からの除外に当たっては、農業振興地域
整備計画の変更が必要であり、その変更にあたっては
市町村は都道府県知事に協議し、そのうち農用地利
用計画については同意を要する。

C,D-1

　農地転用の許可に係る都道府県知事の権限につい
ては地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により
市町村へ委譲可能であり、現行でも要望内容は実現
できる。
　また、提案概要では、設置しようとする施設の位置等
は明らかでないが、周辺の土地の農業上の効率的な
利用に支障が生じるおそれがないこと等の要件を満た
せば農用地区域からの除外は可能であり、また、地域
の農業の振興に関する市町村の計画において定めら
れた施設で、周辺の土地の農業上の効率的な利用に
支障が生じるおそれがないこと、都市計画法の開発許
可等の他法令の許認可の見込があること等の要件を
満たせば、農用地区域からの除外及び農地転用許可
は可能である。
　なお、農地転用許可制度は、農地の農業上の効率
的な利用を図るために優良農地の確保を行うことを目
的としており、また、許可権限の配分については、国民
への食料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分
権に適正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関
与の在り方等を検討した上で措置されているものであ
る。現行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観
点に加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている
総合規制改革会議の第３次答申も踏まえ、更に慎重な
検討が必要と考えており、現在行っている新たな「食
料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地
転用規制の在り方について検討を行っているところで
ある。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

  提案事項は、農地転用許可制度の全ての案
件についての権限委譲ではなく、「地域再生推
進のためのプログラム」の趣旨に沿い、地域再
生計画に認定された構想限定の権限委譲であ
ることから、農地制度の基本方針を遵守しつ
つ、地域の特性・事情（特に大都市圏の都市近
郊農業としての今日的課題）に対応する提案と
して権限委譲できないか。なお、４ha以下につ
いても、県から市町村への権限委譲推進要綱
では、委譲対象が政令市、中核市に限定されて
いるのが現状であり、小規模自治体に対しての
権限委譲は困難になっている。

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を
図るために優良農地の確保を行うことを目的としており、ま
た、許可権限の配分については、国民への食料の安定供給
を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえ、
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。
　農地転用の許可に係る都道府県知事の権限については
地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により市町村へ
委譲可能であり、現行でも要望内容は実現できるところであ
る。委譲する権限範囲等につき個別に県とご相談願いた
い。
　提案概要では、設置しようとする施設の位置等は明らかで
ないが、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生
じるおそれがないこと等の要件を満たせば農用地区域から
の除外は可能であり、また、地域の農業の振興に関する市
町村の計画において定められた施設で、周辺の土地の農業
上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、都市
計画法の開発許可等の他法令の許認可の見込があること
等の要件を満たせば、農用地区域からの除外及び農地転
用許可は可能である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

農地転用の許可に係る都道府県知事の権限については、
地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により市町村へ
委譲可能であるが、その運用について都道府県によってば
らつきがあるため、全国共通の仕組みの創設を求めるもの
である。法改正による明確な仕組みとして考えられないか。

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図るために優良農地の
確保を行うことを目的としており、また、許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観点を踏
まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用
の厳格化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえ、更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・農業・農村基本計画」の策
定に向けた農地制度の改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところである。具体的には、食料・農
業・農村政策審議会企画部会において議論されているところである。

1506 15062010 岩倉市

いわくらの風
土を活かし
た五条川文
化耕園構想

　本市は、地域活力創出のために、これまで進めて
きた五条川整備を市域全体に拡大するためには、市
街化調整区域の有効的な開発が不可欠である。しか
しながら、本市の狭小な市域のさらに約半分を占め
る市街化調整区域(農振農用地)の開発については、
実現に向けて諸問題が山積しており、早期の計画実
現のために、開発許可及び農地転用許可の権限を地
域再生計画に認定された構想の期間と内容に限っ
て、権限委譲を求めるものです。

・権限委譲事務の内容・範囲
　　都市計画法第29条の開発許可
　　農業振興地域の整備に関する法律第15条の15の
農地転用許可
・権限委譲元と委譲先
　　農林水産大臣、愛知県知事→岩倉市長
・権限委譲の方法
　　地域再生計画で認定された構想の期間と内容に
限定

　なお、当該権限の市町村への委譲については、地
方自治法第252条の17の2及び愛知県事務処理特例条
例により、現行でも対応可能となっているが、すべ
ての案件について、その権限を委譲されることは、
本市のような小規模自治体にとっては、組織体制の
強化、専門的な知識の不足など、様々な課題をクリ
アしていく必要があり、今後、相当な年数を必要と
することになるため、当該支援措置を提案するも
の。

農林水産省 1020050
認定された地域
再生計画の実施
に係る権限移譲

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条
農地法第４条、第
５条

　農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。（４haを超える農地の転用について
は、農林水産大臣の許可としている。）
　農用地区域からの除外に当たっては、農業振興地域
整備計画の変更が必要であり、その変更にあたっては
市町村は都道府県知事に協議し、そのうち農用地利
用計画については同意を要する。

C,D-1

　農地転用の許可に係る都道府県知事の権限につい
ては地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により
市町村へ委譲可能であり、現行でも要望内容は実現
できる。
　また、提案概要では、設置しようとする施設の位置等
は明らかでないが、周辺の土地の農業上の効率的な
利用に支障が生じるおそれがないこと等の要件を満た
せば農用地区域からの除外は可能であり、また、地域
の農業の振興に関する市町村の計画において定めら
れた施設で、周辺の土地の農業上の効率的な利用に
支障が生じるおそれがないこと、都市計画法の開発許
可等の他法令の許認可の見込があること等の要件を
満たせば、農用地区域からの除外及び農地転用許可
は可能である。
　なお、農地転用許可制度は、農地の農業上の効率
的な利用を図るために優良農地の確保を行うことを目
的としており、また、許可権限の配分については、国民
への食料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分
権に適正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関
与の在り方等を検討した上で措置されているものであ
る。現行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観
点に加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている
総合規制改革会議の第３次答申も踏まえ、更に慎重な
検討が必要と考えており、現在行っている新たな「食
料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地
転用規制の在り方について検討を行っているところで
ある。

提案を実現する
ためにはどうす
ればいいかとの
観点から、権限
委譲について、
再度検討し回答
されたい。

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を
図るために優良農地の確保を行うことを目的としており、ま
た、許可権限の配分については、国民への食料の安定供給
を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえ、
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。
　農地転用の許可に係る都道府県知事の権限については
地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により市町村へ
委譲可能であり、現行でも要望内容は実現できるところであ
る。
　提案概要では、設置しようとする施設の位置等は明らかで
ないが、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生
じるおそれがないこと等の要件を満たせば農用地区域から
の除外は可能であり、また、地域の農業の振興に関する市
町村の計画において定められた施設で、周辺の土地の農業
上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、都市
計画法の開発許可等の他法令の許認可の見込があること
等の要件を満たせば、農用地区域からの除外及び農地転
用許可は可能である。

1510 15102010 犬山市

犬山城下町
再生構想
（現　犬山城
下町再生計
画）

　当市は、城下町地区（中心市街地）とその外縁部
（市街化調整区域）を含む区域で、それぞれの地域特
性を生かした土地利用を行い、相互の有機的なつなが
りにより総合的なまちづくりを進め、城下町の再生と
市全域の経済の活性化を図る地域再生計画「犬山城下
町再生計画」を策定し、認定を受けた。
　計画の中で、外縁部（市街化調整区域）における大
規模複合商業施設の誘致については支援措置「地域再
生支援のための『特定地域プロジェクトチーム』の設
置」（11203）の他２つの支援措置（212032､210007）
を要請しているが、計画の早期実現に向け、次に掲げ
る権限移譲を求めるものである。
○権限移譲事務の内容・範囲
　　　・都市計画法 第29条(開発許可)
　　　・農業振興地域の整備に関する法律　第15条の
15
　　　　　　　　　　（農用地区域内における開発行
為の制限）
　　　・農地法　第4条第1項(農地の転用の制限)
○権限移譲元と移譲先
　　　愛知県知事から犬山市長
　　（農地法 第4条第1項の対象面積が4haを越える場
合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣
から犬山市長）
○権限移譲の方法
　　　地域再生計画で認定されたものにつき『内容』
を限定
　なお、当該権限の市町村への移譲については、地方
自治法第252条の17の2及び愛知県事務処理特例条例に
より、現行でも対応可能（農地法 第4条第1項の対象面
積が4haを越える場合を除く）であるが、全ての案件に
対して上記の権限を受けることは、小規模自治体に
とって、ノウハウの蓄積不足・組織体制強化など、
様々な課題をクリアしていく必要があり、相当の年数
を要することとなるため、当該支援措置を提案。
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農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020060
サイエンスツ
アーの推進

D-1

当省では、科学技術に対する国民の理解を得ることは
極めて重要であると考えており、「つくばサイエンスツ
アー事業」の実施は時宜を得たものと考える。
　当省所管の試験研究独立行政法人では、日頃から
見学者等を随時受け入れており、特に、当省が運営す
る展示施設「つくばリサーチギャラリー」（つくば市観音
台）では、当省所管の試験研究独立行政法人の最近
の研究成果を始め農林水産業における研究開発の内
容を分かりやすい形で公開するとともに、農機具等の
農林業技術発達資料を展示・紹介しているところであ
る。当ツアー事業は１７年度開始を目指して現在検討
を進めているところと伺っており、今後十分情報交換を
行い、当省の立場から必要な協力を行って参りたい。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

異存ない 1629 16292020 茨城県
つくばスミソ
ニアンプロ
ジェクト

・科学技術に対する国民の理解を得るには研
究成果や科学技術を普及啓発する必要がある
ことから、各省庁及び独立行政法人等は、つ
くばサイエンスツアー事業に参画し、見学受
入体制づくりに積極的に協力すること。

・研究機関の取りまとめ役である文部科学省
研究交流センターにおいては、情報発信機能
の強化を図ると共に見学体制の整備にあたっ
ては中心的役割を果たすこと。

農林水産省 1020070
補助対象施設の
有効活用

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-3

　地域再生計画については、個別の事案ごとに審査す
ることになるので、現段階で認定できるかについての
判断はできないが、「別表１」１３００４で対応可能と考
える。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

現段階で認定できるかの判断はできないが、補助対象施設
の有効活用については、地域再生による支援措置の利用
が可能

1230 12302010 二本松市

二本松市埋
蔵文化財セ
ンター設置
計画

補助対象施設を有効に活用した地域再生を支
援するため、社会経済情勢の変化等に伴い需
要の減少している補助対象施設の転用を弾力
的に認め、補助金相当額の国庫納付を求めな
いこととする。

農林水産省 1020080
補助対象施設の
有効活用

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-3

　支援措置別表１３００４に基づき、需要の著しく減少し
ている補助対象施設について、最小必要限の条件を
付しつつ、転用を弾力的に認めるとともに手続きを簡
素合理化し、補助金の返還を免除している。基本的に
は、公共利用の観点から地方公共団体を主体とし、か
つ、農村振興基本計画等に位置づける場合等には、
当該支援措置による対応が可能。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

提案内容が以下の条件に合致すれば対応可能。
①対象施設が当初の補助目的に照らして、施設の需要
が著しく減少していること。なお、需要が著しく減少
している状況については、別途確認します。
②転用後の主体が地方自治体であること。
③提案内容が、農村振興基本計画に位置付けられてい
ること。なお、位置付けが無い場合は、農村振興基本
計画の変更が必要。

1245 12452010 長沼町

農業施設、
生涯学習及
び生涯体育
施設共同に
よる地域再
生計画

農村総合モデル整備事業実施要綱に定める補
助金で建設し、耐用年数の経過していない農
村環境改善センターに公民館施設としての併
設利用を認める。

農林水産省 1020090
補助対象施設の
有効活用

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-3

　支援措置別表１３００４に基づき、需要の著しく減少し
ている補助対象施設について、最小必要限の条件を
付しつつ、転用を弾力的に認めるとともに手続きを簡
素合理化し、補助金の返還を免除している。基本的に
は、公共利用の観点から地方公共団体を主体とし、か
つ、農村振興基本計画等に位置づける場合等には、
当該支援措置による対応が可能。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

提案内容が以下の条件に合致すれば対応可能。
①対象施設が当初の補助目的に照らして、施設の需要
が著しく減少していること。なお、需要が著しく減少
している状況については、別途確認します。
②転用後の主体が地方自治体であること。
③提案内容が、農村振興基本計画に位置付けられてい
ること。なお、位置付けが無い場合は、農村振興基本
計画の変更が必要。

1245 12452020 長沼町

農業施設、
生涯学習及
び生涯体育
施設共同に
よる地域再
生計画

農村総合モデル整備事業実施要綱に定める補
助金で建設し、耐用年数の経過していない農
村運動広場に社会体育施設（町営グランド）
としての併設利用を認める。

農林水産省 1020100

既存施設の高度
化に向けた改修
の際の補助金の
返還免除及び地
方債の繰上げ償
還の免除

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-1

　国庫補助金を用いて整備した設備等を処分制限期
間内に処分する場合、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律及び施行令、農林畜産業関係補
助金等交付規則等について考慮することが必要。
　基本的には、取得価格が５０万円を超えるものを処
分制限の対象財産としており、残存期間を有する財産
の処分について、農林水産大臣の承認が必要である
が、新物件が処分制限残存期間につき補助条件を承
継すること、旧物件の処分益があれば新規購入費に
充当することなどを条件として、補助金の交付の目的
が達成される場合は、現行制度における対応が可能。

地域再生別表１
３００４で個別の
条件が適合すれ
ば地域再生計画
でも対応可能と
考えられるか。

本件の提案内容は施設のより高度化を図るものであ
るが、地域再生別表13004は需要が著しく減少してい
る補助対象施設の転用を弾力的に認めるものである
ため、条件に適合しない。
なお、前回の回答の通り、現行制度における対応可
能。

1301 13012020
櫛引町
朝日村

ケーブルテ
レビジョン高
度活用計画

過去に補助事業により取得した財産の処分に
ついて、高度化をはかるための改修により処
分することとなる財産について、当該部分の
補助金の返還及び地方債の繰上げ償還の免除
を明示していただきたい。

農林水産省 1020110

新物流体制構築
のために目的外
利用する施設の
有効活用

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-3

　地域再生計画については、個別の事案ごとに審査す
ることになるので、現段階で認定できるかについての
判断はできないが、新物流体制の構築が地域再生に
資すると認められるものであれば、「別表１」１３００４で
対応可能と考える。
　なお、補助事業完了後一定の期間を経過し、事業実
施当時予見できなかった社会経済情勢の急激な変化
等により、当初の補助目的に従った利用が困難になっ
ている農林水産共同利用施設について、施設の有効
利用を図り農林水産業の振興に資することが見込まれ
る等、一定の要件を満たす場合は、補助金相当額の
国庫納付を求めることなく、施設の転用等を認めるよう
承認要件を明示した運用通知を平成１６年度中に作成
することとしている。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

現段階で認定できるかの判断はできないが、補助対象施設
の有効活用については、地域再生による支援措置の利用
が可能

1415 14152010 宮崎県
宮崎県農産
物新物流体
制構築構想

補助事業で設置した既存施設の転用を弾力的
に認めるとともに、手続きの簡素合理化及び
補助金等返還措置を講じないことにより、新
物流体制の構築の早期実現に向けた動きが加
速できる。

農林水産省 1020120

国庫補助事業に
より整備した施
設の一部目的外
使用

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-1

補助事業により整備した施設について、本来の利活用
計画に支障を及ぼさない場合には、施設の有効利用
を図る観点から、一部目的外使用を行うことは可能で
ある。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

提案内容は、本来の利活用計画に支障を及ぼさない
範囲において有効活用を図ろうとするものであり、実
現は可能であると考える。

1241 12412020 相馬市

ひとり暮らし
高齢者世帯
等への配食
サービスに
よる地域再
生構想

国庫補助事業により整備した施設を、耐用年
数を経過したかどうかに関わらず、また本来
の使用目的の妨げとならない場合に限って、
地域の判断により一部目的外使用を認める。
国庫補助事業により整備された施設は、本来
の使用目的のために供されなければならない
が、必ずしも毎日、毎時間のように使用され
ているとは限らない。使用されていないある
いは使用状況の少ない日に限り、施設の一部
目的外使用を認めることで、施設のさらなる
有効活用を図り、地域振興につなげることが
できる。

2 / 10 



農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020130

補助事業で建設
した施設におけ
る民間活用を
図った営利販売
益による地方財
政の軽減

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

Ｄ－１
Ｄ－３
（又は
Ｃ）

　支援措置別表１３００４に基づき、需要の著しく減少し
ている補助対象施設について、最小必要限の条件を
付しつつ、転用を弾力的に認めるとともに手続きを簡
素合理化し、補助金の返還を免除している。基本的に
は、公共利用の観点から地方公共団体を主体とし、か
つ、農村振興基本計画等に位置づける場合等には、
当該支援措置による対応が可能。
　また、有償による使用については、補助条件を継承
し、徴収する使用料が管理費等の範囲内である等の
場合には、現行制度における対応が可能。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

支援措置別表１３００４については提案内容が、以下
の条件に合致すれば対応可能。
①対象施設が当初の補助目的に照らして、施設の需要
が著しく減少していること。なお、需要が著しく減少
している状況については、別途確認します。
②転用後の主体が地方自治体であること。
③提案内容が、農村振興基本計画に位置付けられてい
ること。なお、位置付けが無い場合は、農村振興基本
計画の変更が必要。
また、「補助金適適正化法第２２条」及び「補助事業
等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の
取扱について（平成元年３月３１日付け農林水産省大
臣官房経理課長通達）」により、補助事業等により取
得した施設を、有償で補助目的以外に使用する場合は
大臣承認が必要であり、徴収する使用料が管理費を超
える場合は、管理費を差し引いた使用料につき補助金
返還すること及び処分制限残存期間は、補助条件を継
承することを条件とする場合において、現行でも対応
可能。

1246 12462010 石川県

公共等施設
内の多目的
営利利用に
よる地方財
政軽減構想

●現施設の補助目的の機能を維持させた上での
多目的利用

・地域活性化施設（コミュニティ施設）等の多
目的利用による地方財政の軽減

【趣旨】
①地域活性化施設（コミュニティ施設）の維持
管理に係る費用については、地域のボランティ
アや地方公共団体が負担しており、特に過疎地
域の施設管理費については地方財政の負担が大
きい。
②現在、国の施設利用に対する指導では施設内
での営利目的の常設販売が制限されており、販
売などは各種イベントの開催時における地域特
産物等のＰＲ目的として限定して認められてい
る。
③施設設置目的をさらに向上させるため、地域
の活性化施設へ都市住民（観光客）がさらに訪
れてもらうためには、来訪者の多様なニーズに
応える必要がある。

【内容】
地域活性化施設内の多目的利用について（民間
活用を念頭）

農林水産省 1020140

バイオマスタウ
ンの公表基準に
おける地域設定
の弾力化

バイオマスタウン
構想基本方針

バイオマスタウン構想の実施主体は市町村となってい
る。

B-１ Ⅳ

バイオマスタウン構想の作成主体は、地域の取組の中
核となるべき市町村が担うべきと考えるが、バイオマス
タウン構想策定における地域設定については、経済
的、社会的、地理的なつながりを持ち、地域の関係者
が協力して、地域社会全体で総合的かつ効率的にバ
イオマスを利活用が進められる範囲であって、市町村
が最適な地域であるものと判断した場合は、市町村の
一部地域についても認めることとする。

1148 11482110 青森県

環境・エネル
ギー産業フ
ロンティア構
想

　バイオマスタウン構想基本方針において、
バイオマスタウンの定義については、「バイ
オマスの発生から利用までが効率的なプロセ
スで結ばれた総合的利活用システムが構築さ
れ、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行
われているか、あるいは今後行われることが
見込まれる地域」としているものの、実施主
体については市町村としている。しかし、バ
イオマスの利活用については、バイオマスの
収支が効率的に行なわれるよう設計された地
域単位で実施されるべきものであり、現状の
市町村単位とは必ずしも合致しないこと、ま
た、今後、市町村合併の進展による自治体の
広域化も予想されることから、バイオマスタ
ウンとして公表する際の基準における地域設
定においては、市町村単位のみならず、農林
業センサス上の新旧市区町村単位等任意の
「地域」についても認めることを要望する。

農林水産省 1020150
防災・危機管理
に関する権限移
譲

○災害対策基
本法

内閣総理大臣及び関係大臣により構成する「中
央防災会議」のほか、「都道府県防災会議」及び
「市町村防災会議」を設置し総合的かつ計画的
な防災行政の整備推進を図る。

Ｅ

　現在、道州制の議論については、政府全体とし
て検討を行っており、また、広域的な防災体制に
ついては内閣府が主体となって検討を行ってい
るところであることから、権限の移譲については、
その経過を勘案しつつ政府全体として検討を行う
べき問題である。

1475 14752010

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､関
西経営者協
会､
大阪商工会
議所､京都商
工会議所､神
戸商工会議
所

広域的な防
災・危機管
理体制の構
築

○「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」が
あらゆる災害に対応できるようにするため、
災害対策基本法はじめ所要の法令等を改正す
ること。

○非常時に権限の集中が行えるよう、防災、
災害救助、伝染病予防等に関する国および府
県の権限を必要に応じて「関西州（産業再
生）特区」に移譲すること

農林水産省 1020160

加工用米作付を
土地改良事業に
係る補助金返還
対象から除外

・事務次官通達44
農地A第165号
（新規開田の抑制
について）
・事務次官通達45
農地A第1086号
（土地改良事業の
受益地の開田等
に伴う補助金の
返還措置につい
て）
・農地局長通達45
農地A第1087号
（一般土地改良事
業の受益地の開
田等に伴う補助
金の返還措置要
領）
・昭和３０年８月２
７日法律第１７９
号（補助金等に係
る予算の執行の
適正化に関する
法律）

　平成１６年度からの当面の需給調整については、面
積を管理し米を作らない面積を配分する方式から、米
の生産数量を調整する方式に転換したことから、米や
転作作物を作付けする等の対象範囲の設定は行わな
いことになったが、米の生産調整の仕組みは変わろう
とも、生産調整は継続していくことから、開田について
は、引き続き「新規開田抑制について（昭和４４年２月
１０日付４４農地Ａ第１６５号）」によるものとしていると
ころである。

Ｄ－１
(Ｃ)

　加工用米については、米の数量調整実施要綱（平成
１６年４月１日付け１５総食第８２５号農林水産事務次
官依命通知）第６の２の規定に基づき、生産確定数量
の外数として扱う米穀とされ、米の数量調整実施要領
（平成１６年４月１日付け総食第８２６号農林水産省総
合食料局長通知）別紙６第４の２に基づき認定を受け
た全国生産出荷団体等の加工用米取組計画の下で
実施されることとなっている。
　提案の補助金返還の対象から除外することについて
は、農地において生産される米が加工用米として確実
に利用されることが確認でき、加工用米を導入すること
により農家の経営状況が改善される等の特殊性があ
れば「土地改良事業の受益地の開田等に伴う補助金
の返還措置について（昭和４５年７月４日付４５農地Ａ１
０８６号）」の特例措置により対応が可能である。
　なお、提案の補助金により造成した土地改良施設に
ついては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）」第２２
条の適用を受けるものである。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

Ｄ－１

提案内容は実現可能であるが、加工用米の作付けの確実
性と土地改良施設が補助金等に係る予算の執行の適性化
に関する法律の規定を満たすか確認する必要があることか
ら、回答は【措置の概要】と同じである。

　加工用米については、米の数量調整実施要綱（平成１６年
４月１日付け１５総食第８２５号農林水産事務次官依命通
知）第６の２の規定に基づき、生産確定数量の外数として扱
う米穀とされ、米の数量調整実施要領（平成１６年４月１日
付け総食第８２６号農林水産省総合食料局長通知）別紙６
第４の２に基づき認定を受けた全国生産出荷団体等の加工
用米取組計画の下で実施されることとなっている。
　提案の補助金返還の対象から除外することについては、
農地において生産される米が加工用米として確実に利用さ
れることが確認でき、加工用米を導入することにより農家の
経営状況が改善される等の特殊性があれば「土地改良事
業の受益地の開田等に伴う補助金の返還措置について（昭
和４５年７月４日付４５農地Ａ１０８６号）」の特例措置により
対応が可能である。
　なお、提案の補助金により造成した土地改良施設につい
ては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）」第２２条の適用を受
けるものである。

1248 12482010 石川県
河北潟干拓
地土地有効
活用構想

　河北潟干拓地内における加工用米作付につ
いて、新規開田抑制通達に基づく「土地改良
事業の受益地の開田等に伴う補助金の返還措
置について」の通達における補助金返還と
なっている事業完了後８年以内の開田を返還
対象から除外する。

農林水産省 1020170
遊休地と休田の
活用を民間に認
める権限を移譲

農地法第４条、第
５条

農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。
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　提案概要では、休耕田に設置しようとする施設の詳
細は不明であるが、農業公共投資の対象となっていな
い農地など優良農地以外の農地については、周辺農
地の営農条件に支障が生じないよう適切な被害防除
措置がとられている等所要の要件を満たす場合、農地
法の転用許可は可能であり、民間の事業に活用するこ
とができる。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

　提案概要では、休耕田に設置しようとする施設の詳細は
不明であるが、農業公共投資の対象となっていない農地な
ど優良農地以外の農地については、周辺農地の営農条件
に支障が生じないよう適切な被害防除措置がとられている
等所要の要件を満たす場合、農地法の転用許可は可能で
あり、民間の事業に活用することができる。

1026 10262042

社会福祉法
人鞍手会
ｹｨ･ﾃｨ･ｴﾝﾀｰ
ﾌﾟﾗｲｽﾞ株式
会社
有限会社 か
じと
    個人

社会福祉施
設に特化し
た住みたくな
る町づくり特
区構想

1.求職者情報が求人事業者に情報が公開され
ていない場合があり、直接事業者と個人が面
談や電話で雇用条件の確認が出来ない。
2.生活保護者と収入格差がない基礎年金のみ
の利用者に対しての1割負担は、大きな問題で
ある。
3.米作農家は、転作助成金目当てに作りたく
もない米以外の農作物を形式的に作っている
だけで休耕田や遊休地が有効に活用されてい
ない。
4.現在の生きがいデイは、市町村の認可事業
で既得権益を持った大きな社会福祉施設や市
町村が直接運営する社会福祉協議会が独占的
に事業を行っている為、新設単独事業者との
競争が不公平であり、経営を圧迫している。
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農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020180

観光船専用バー
スを有する港湾
施設を活用した
クルーズ観光振
興のための開港

植物防疫法６条
第３項

植物類を輸入する場合は植物防疫法に基づく指定港
に輸入することとなっている。

D-1

  植物検疫では、植物を輸入する際には植物防疫法上
の指定港に輸入することとしている。
  指定港の指定は、旅客船等が一定量入港する見込
みがあり、検査場所の確保等港湾関係者の協力体制
が整備されている場合等に行っているものである。
　このため、名瀬港においても、当該条件を満たせば、
植物防疫法上の指定の検討は可能であり、ご提案の
ような特別な基準を設けなければ名瀬港を指定できな
いものではないと認識している。

提案は、①近隣の
開港までの距離が
３３０キロメートル
以上②観光船専
用バースを有する
③重要港湾の基
準を全て満たす場
合に植物防疫法
上の指定港にする
というものである
が、港湾関係者の
協力体制が整備さ
れている場合等条
件を満たせば提案
は実現可能か、回
答されたい。

 外国船が国内港に入港する際、船内の生ごみ
を船外に搬出し処理することは、現行では植物
防疫法上の指定港に限られていると理解してい
るが、クルーズ観光船に限り、指定港以外でも
処理できる対策を講じていただきたい。

　船内生ゴミであっても植物類が混入している場合
は、当該植物を介して、ミカンコミバエ、アリモドキゾウ
ムシ等の重要な病害虫が国内に侵入する可能性があ
ることから、植物検疫は必要である。
　　なお、当該要望については、クルーズ船が一定量
入港する見込みがあり、かつ検査場所の確保等港湾
関係者の協力体制が整備されている等の条件が満た
せば指定港化は実現可能。

右の提案主体の
質問に対し検討
し回答されたい。

　植物防疫法上の指定港化の要件の一つとしてクルーズ船
が一定量入港する見込みが必要であるとしているが，貴省
ではクルーズ船の一定量とはどの程度とお考えか伺いた
い。

年間の入港が１２便以上を目安としている。 1056 10562010

名瀬市､社団
法人奄美大
島法人会青
年部

観光船専用
バースを有
する港湾施
設を活用し
たクルーズ
観光の振興

以下の基準を全て満たす港湾をクルーズ観光
指定港湾
として開港する。
①近隣の開港までの距離が３３０キロメート
ル以上
②観光船専用バースを有する
③重要港湾

農林水産省 1020190

地方が独自で実
施する農産物の
表示・認証制度
の国による格付
け支援

農林物資の規格
化及び品質表示
の適正化に関す
る法律（昭和２
５年法律第１７
５号）第７条第
１項及び第２項

有機農産物の日
本農林規格（平
成１２年１月２
０日農林水産省
告示第５９号）

特別栽培農産物
に係る表示ガイ
ドライン（平成
４年１０月１日
４食流第３８８
９号）

　国際的に通用する食の安全・安心に応える制度
としては、コーデックス委員会（ＦＡＯ／ＷＨＯ
合同委員会）において採択された国際的な有機の
規格である「有機的に生産される食品の生産、加
工、表示及び販売に係るガイドライン」に準拠し
て定められた、農林物資の規格化及び適正化に関
する法律に基づく有機農産物の日本農林規格（有
機ＪＡＳ規格）が制定されている。
　また、化学合成農薬や化学肥料を使用しない、
あるいは一定以上節減して栽培された農産物につ
いて、消費者にとって生産者の顔が見え、安心し
て農産物を購入できるよう、全国統一的な基準で
ある特別栽培農産物に係る表示ガイドラインが制
定されている。
　これら、統一的な制度のみでは各地に根付いた
環境保全型農業の取組みをすべて網羅することは
困難であることから、各地域の農業の実情に応
じ、都道府県等において独自の認証制度が制定さ
れている。
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　国際的に通用する唯一の基準であるコーデック
ス委員会の「有機的に生産される食品の生産、加
工、表示及び販売に係るガイドライン」に準拠し
た有機農産物の制度や、環境保全型農業の推進に
資する全国統一的な規格である特別栽培農産物に
係る表示ガイドラインについては、既に制定され
ているところである。
　また、食の安全・安心という観点から消費者の
信頼性を補完する仕組みであり、国又はそれと同
等の機関によって消費者にとって生産者の顔が見
え、安心して農産物を購入できる全国統一的な表
示・認証制度として、生産情報公表農産物の日本
農林規格の制定に向けた検討が現在行われている
ところであり、本年度中に当該規格が制定される
予定となっている。

地方独自の表
示･認証制度に
ついて格付けす
ることについて
再度検討し回答
されたい。

　現行の制度下においても、地方独自の表示・認証制
度を定めることは可能であり、したがって地場農産物
が有機農産物ＪＡＳ規格、生産情報公表農産物のＪＡ
Ｓ規格（１６年度中に導入予定）等全国統一的な規格
の基準を満たす場合については、その格付を受けなが
ら、別途、地方独自の表示・認証制度による農産物の
表示を行うことは可能である。

1486 14862010

豊川市､ひま
わり農業協
同組合､豊川
宝飯地区農
政企画協議
会

アグリートエ
コサーキュ
レーション構
想
～農（ａｇｒｉｃｕ
ｌｔｕｒｅ）と食
（ｅａｔ）と環境
（ｅｃｏｌｏｇｙ）
の循環（ｃｉｒｃ
ｕｌａｔｉｏｎ）に
よるまちづく
り～

地方が独自の基準と審査方式を設けて実施し
ている地場産農作物の表示・認証制度につい
て、食の安全安心という観点から消費者の信
頼性を補完する仕組みとして､国又はそれと同
等の機関によって地方の表示・認証制度の内
容について、国際的にも通用可能な全国統一
的な基準を設け､これに基づき当該表示・認証
制度の格付けを行い､その旨を農作物に表示す
ることを可能とする。

農林水産省 1020200
地域独自のオー
ガニック認定に
対する支援

農林物資の規格
化及び品質表示
の適正化に関す
る法律（昭和２
５年法律第１７
５号）第１９条
の１０第１項及
び第２項

有機農産物の日
本農林規格（平
成１２年１月２
０日農林水産省
告示第５９号）

　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す
る法律に基づき定められた有機農産物の日本農林
規格は、コーデックス委員会（ＦＡＯ／ＷＨＯ合
同委員会）において採択された国際的な有機の規
格である「有機的に生産される食品の生産、加
工、表示及び販売に係るガイドライン」に準拠し
て定められたものである。当該ガイドラインに従
い、国の登録を受けた登録認定機関から有機農産
物の日本農林規格に合致した生産が行われている
という認定を受けた認定事業者により格付けの表
示（有機ＪＡＳマーク）が付されたものでなけれ
ば、「有機」「オーガニック」又はこれと紛らわ
しい表示をすることはできないこととされてい
る。

Ｃ

　家畜の排せつ物に由来する堆肥等については、
化学的に合成された物質を添加しないものであれ
ば、有機農産物の日本農林規格に合致する資材と
して使用できるところであり、この肥料等を使用
して生産された農産物が有機農産物の日本農林規
格等のＪＡＳ法令上の要件を満たしていれば、独
自のオーガニック認証制度により一般農産物と差
別化することは可能である。
　しかしながら、有機農産物の日本農林規格に合
致しない資材を使うなど、有機ＪＡＳ制度の要件
を満たしていない場合に「有機」等と表示するこ
とは、消費者の選択に支障が生じ有機農産物に対
する信頼が損なわれＪＡＳ法に反するとともに、
コーデックスガイドラインにも反するものであ
る。
　なお、他の農産物と差別化して「那須ブラン
ド」等の独自の名称を用いた農産物認証制度を創
設することについては何ら問題ないところであ
る。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し回答されたい。

D-1

　家畜の排せつ物に由来する堆肥等については、化
学的に合成された物質を添加しないものであれば、有
機農産物の日本農林規格に合致する資材として使用
できるところである。この肥料等を使用して生産された
農産物が有機農産物の日本農林規格等のＪＡＳ法令
上の要件（登録認定機関による認定を受ける等）を満
たしているのであれば、更に地域独自の要件を加えて
独自のオーガニック認証制度を設けることは可能であ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

ＪＡＳ法令上の要件を満たし、登録認定機関による認定手続
きについては十分承知しているところであるが、有機ＪＡＳ制
度による手法は、労力と金銭的負担が過大であり、農家負
担が大きくなるため、当プロジェクトの主旨を十分に踏まえ
特例処理を提案しているものであり、通り一遍の回答は求め
てはいない。

Ｃ

　有機農産物の日本農林規格等のＪＡＳ法令上の要件（登録認定機関によ
る認定を受ける等）を満たさない農産物に有機農産物と同じ「有機」等と
表示することは、消費者の混乱を招き有機農産物全体に対する信頼を損ね
るものであるとともに、コーデックスガイドラインにも反するものであ
る。
　なお、他の県や市町村で取り組まれているように、関係地方公共団体等
の法人がＪＡＳ法に基づく登録認定機関になることにより、負担の軽減を
図ることも可能ではないかと考える。

1216 12162040
那須野ヶ原
土地改良区
連合

人と自然に
優しい地域
環境再生プ
ロジェクト

畜産糞尿をベースとしたバイオガスプラント
からの発酵残渣（消化液）及び堆肥化施設で
生産される堆肥を使用した「那須ブランド
（仮称）」農産物について、独自のオーガ
ニック認証制度により、有機農産物として差
別化することを認めていただきたい。

農林水産省 1020210

他用途の民活特
定施設への転用
（リニューア
ル）に対する支
援

①転用に伴う整備
計画の処理
　民間事業者の能
力の活用による特
定施設の整備の促
進に関する臨時措
置法第５条

②転用後の整備事
業に対する支援措
置
　民間事業者の能
力の活用による特
定施設の整備の促
進に関する臨時措
置法第１０条及び第
１１条

③法失効期日以降
の支援措置
　民間事業者の能
力の活用による特
定施設の整備の促
進に関する臨時措
置法第１０条及び第
１１条

①特定施設の整備計画の認定を受けたものは、当該
認定に係る整備計画の変更をしようとするときは、主
務大臣の認定を受けなければならない。

②③認定事業者が認定計画に従つて取得して特定施
設又は当該特定施設の敷地である土地については、
地方税法で定めるところにより、不動産取得税、固定
資産税、特別土地保有税又は事業所税について、必
要な措置を講ずる。
　国及び地方公共団体は、認定計画に係る特定施設
の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又は
その融通のあつせんに努めるものとする。

①C
②D-1
③C

①民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の
促進に関する臨時措置法第５条は、認定を受けた特
定施設の整備計画を変更する場合の規定であり、１４
号施設等新たな特定施設の整備計画の認定は同法
第４条による認定によって行われることとなっている。

②転用後の整備事業に対する支援についても、現行
の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の
促進に関する臨時措置法第１０条及び第１１条により
行うことができる。

③民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の
促進に関する臨時措置法の失効期日以降の支援措置
については、新たな税財源措置が必要となることから、
対応することができない。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

①民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進
に関する臨時措置法第５条は、認定を受けた特定施設の整
備計画を変更する場合の規定であり、１４号施設等新たな
特定施設の整備計画の認定は同法第４条による認定によっ
て行われることとなっている。

②転用後の整備事業に対する支援についても、現行の民間
事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関す
る臨時措置法第１０条及び第１１条により行うことができる。

③民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進
に関する臨時措置法の失効期日以降の支援措置について
は、新たな税財源措置が必要となることから、対応すること
ができない。

1132 11322011 洲本市

民活施設の
活用による
「みなと」再
生構想

民活法に基づき整備した施設の転用後の用途
が同法第２条の特定施設のいずれかに該当す
るときは、転用に伴う整備計画の処理を同法
第５条の規定に基づき行うこととする。併せ
て、その整備事業に対しては、同法の失効期
日である平成１８年５月２９日以降も同法の
適用があるものとするとともに、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律に基づ
く財産の目的外処分の禁止期間に関係なく、
国庫補助金の返還を要しないこととする。

農林水産省 1020220
農地取得等に係
る下限面積の設
定の権限移譲

農地法第３条第２
項第５号、農地法
施行規則第３条
の４

農地の権利移動を行うときには、農業委員会の許可
が必要であるが、その権利取得後の農業経営面積の
合計が、原則５０ａ（北海道は２ｈａ）以上であることが
許可要件の一つとなっている。また、例外として、上記
の下限面積を当地域に適用することが営農状況等地
域の実情に適さない場合には、都道府県知事の判断
により、一定の要件の下、より小さい別段の面積を設
定することができる。

Ｃ

　別段面積を市町村が定めることとした場合、県内で
公平性を欠くことになるため認められない。
　なお、花き栽培等の集約型農業を営なもうとする場
合には、下限面積制限の適用はない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。
また、市町村の
実情が県の決定
に適切に反映さ
れることについ
て再度検討し回
答されたい。

　県内でも、土地利用型の農業が中心の市町
村や、本市のように都市型農業の振興を図ろう
とする市町村など、農業に関する状況は様々で
ある。また、市町村の中でも地域によって状況
が異なることもあるため、各市町村がそれぞれ
の地域の状況に応じて、きめ細かく下限面積を
定めればよいのではないか。
　市町村が別段の下限面積を定めることによっ
て県内で公平性を欠くとはどのような状況なの
か、詳しく教えていただきたい。また、仮に県内
で公平性を欠いたと判断される場合、どのよう
な弊害が生じるのかお尋ねしたい。

市町村が別段面積を定めることとした場合、営農条件
が同じであっても、市町村によって下限面積が異なる
という不公平が生じることにより、例えば、同じ営農条
件下で農業を営もうとする新規就農者が経営開始に
当たって求められる農地の規模やそのための投資額
に違いが生じるといった弊害が想定される。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

　本市は、下限面積が異なる２つの地域に分けられている
が、地域が広範囲であるため、同一市域内であっても営農
状況が異なる地域が混在し、同面積が実態に即していない
といった状況も見受けられる。
　一方、農業者の減少、耕作放棄地の増加など近隣の農村
地域以上に本市農政の将来性には危機感をもっており、新
規就農者の確保には腐心している。
　このような状況を解消するためにも、地域の実情に詳しい
自治体が実情に応じた下限面積を定める事が適当であると
考える。
　従って、市町村の政策によって下限面積が異なることは、
不公平につながるのではなく、地域の実情に応じた農業振
興策が行えるという面で、農業分野での自治体間の競争性
を高め、ひいては国全体の農業振興にもつながるものと考
える。

別段面積の設定に係る都道府県知事の権限を市町村に委譲することは、同一都
道府県内での公平性を確保する必要があるため、全国画一的にはできない。一
方、地方自治法第２５２条の１７の２に基づき都道府県知事が特例条例を定めた
場合には、市町村へ権限を委譲することができることとされている。

1535 15352010 北九州市

農地取得等
に係る下限
面積の設定
の権限移譲

農地取得に係る下限面積は農地法第３条第２
項第５号の規定により、県知事の告示で定め
られているが、当市の場合は、昭和５７年の
告示以降２０年余り改定がなされていない。
しかし、その後の農業を取り巻く環境は大き
く変わり、畑作、施設園芸へと次第に転換し
たため、現状の下限面積が実態に即したもの
ではなくなってきている。
そこで、農地法第３条第２項第５号の規定の
県が持つ農地取得等に係る下限面積を設定す
る権限を本市に移譲する。
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農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020230
農業法人投資育
成制度の要件の
緩和

農業法人に対す
る投資の円滑化
に関する特別措
置法（平成13年法
律第52号）

投資対象となる農業法人については、アグリビジネス
投資育成事業に関する計画において、その要件が定
められているが、必ずしも新設法人は排除されていな
い。

D-1

①　選定基準の明確化を図るため、アグリビジネス投
資育成会社は、平成16年４月に具体的な投資要件を
決定し、その中で、設立後３年未満の新設法人の投資
要件を明らかにしたところである。
②　なお、農林水産省としても、「農業法人等に対する
出資と融資の一体的提供を行うための体制の整備等
について」（平成16年７月13日付け経営第1638号農林
水産省経営局長通知）により、その旨周知を図ることと
したので、貴県においても、新設法人が投資育成事業
を積極的に活用するよう制度の普及推進にご協力願
いたい。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

この提案は、６月末に、イコールフッティングの
観点から、ベンチャー企業等への支援と同様
に、「農業法人投資育成制度」においても、設立
直後の農業法人がこの制度を活用できるよう、
「アグリビジネス投資育成株式会社」の出資要
件の緩和を提案したものである。「アグリビジネ
ス投資育成株式会社」の出資に当たっては、こ
れまで①法人設立後３年以上の実績があるこ
と、②経常利益は過去３年平均すると黒字であ
るといった条件が付されていたが、出資要件の
緩和については、地域再生の支援措置「農業
法人等に対する出・融資の一体的提供
（210009）」等では読むことができず、今回7月13
日付の通知により、設立初期段階の農業法人
でもこの制度を利用することが可能となった。本
県では、会社形態の農業生産法人等企業的な
農業経営体の創設を進めているところであり、
設立時の出資を含め、実際の運用に当たって
は、通知の趣旨を踏まえて実効力があるものに
してほしい。

「農業法人等に対する出資と融資の一体的提供を行
うための体制の整備等について」（平成16年７月13日
付け経営第1638号農林水産省経営局長通知）に基づ
き、近日中に農林水産省内に「農業法人等に対する
出資と融資の一体的提供を行うための相談窓口」の
設置を予定しているところであり、アグリビジネス投資
育成会社等関係者と連絡を密にしながら、新設法人を
含め、農業法人等の経営改善の取組を今後とも支援
してまいりたい。

1203 12032010 福井県
農業ベン
チャー育成
支援構想

　「農業法人に対する投資の円滑化に関する
特別措置法」により創設された「農業法人投
資育成制度」において、イコールフッティン
の観点から、ベンチャー企業等への支援と同
程度に、出資要件の緩和を図る。

農林水産省 1020240

ハローワーク等
での就農関連の
職業相談・職業
紹介事業の実施

なし

各都道府県新規就農相談センターの就農相談員をハ
ローワーク等に派遣する経費等についての補助事業
を実施中（「新規就農・就業キャリア形成プログラム推
進事業」）。

D-1

新規就農・就業キャリア形成プログラム推進事業の活
用により、新規就農相談センターの就農相談員をハ
ローワーク等に派遣する等の措置が福井県において
速やかに実施されるよう助言。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

この提案は、ハローワークにも就農の専門家を
配置することにより、農林水産業への就農相談
も含めたワンストップサービスが実現されるよう
提案したものである。本県は、本年度から、若
者の雇用を支援するため、「ふくいジョブカフェ
（若者就職支援センター）」を新設し、相談員に
よるカウンセリング等を通じた職業意識の醸成
から福井ヤングハローワーク（福井学生職業相
談室）による職業紹介、就職後の定着指導をワ
ンストップで行っている。一方、本県の農林水産
業においては、若年労働力の確保が急務であ
り、これまでも「農林業をやってみようプログラ
ム」アクションプランに基づき職業紹介事業（ハ
ローワーク）との連携は図り、就農等支援コー
ナーの設置や新規就農相談センターから就農
相談員を必要に応じてハローワークに派遣する
体制は整えているが、現実的には農林水産業
への就業も含めたワンストップサービスの実現
という点では十分な対応ができていない。就農
相談に対応する人材の確保が困難なことから、
今後さらに厚生労働省と農林水産省の連携を
進めることにより、国の機関であるハローワーク
に農林水産省の専門職員を配置するなど、人
的支援を含め就農支援がワンストップで行える
体制が整備されるよう再度の検討をお願いす
る。

Ｃ

新規就農・就業キャリア形成プログラム推進事業の活
用により、新規就農相談センターの就農相談員をハ
ローワーク等に派遣する等の措置を既に実施。また、
「地方自治体における自主的な取組では十分な対応
ができていないため、国の職員の配置等によって対応
する」という方法は地域再生の趣旨にそぐわない。

1204 12042020 福井県
新規就農支
援充実構想

　厚生労働省と農林水産省の連携により、ハ
ローワークに就農の専門家を配置し、就農支
援がワンストップで行える体制を整備

農林水産省 1020250

・補助施設等の
多目的利用の促
進のための補助
金適用化法の特
例

補助金適正化法
第22条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用
の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承
認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使
用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては
ならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでな
い。
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　補助事業により造成された土地改良施設を活用して
小水力発電を実施する場合、地方自治法その他関係
法令について考慮するることが必要。
　基本的には、①河川法等所要の法令の手続きを了
し、②農業用水の十全な利用を引き続き確保し、③維
持管理を含めて受益者の合意が得られており、④土地
改良施設にかかる事業実施主体の同意が得られてい
る場合など、補助金の交付の目的が達成され、土地改
良施設が発揮している機能に支障を及ぼさない範囲
内において発電行為を行うことを内容とする場合に
は、現行制度における対応が可能。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
手続きの簡略化･
迅速化の観点も
含め、再度検討
し、回答された
い。

・支援措置番号13004について、「需用が著しく
減少している」補助対象施設に限定せず、ある
程度利用がある施設にも、目的外使用を認め、
かつ各省庁の承認があったものと取り扱ってい
ただくことにより、今回提案した農業用水路等
は地域資源としての役割を増し、地域活力の再
生につながるものと考えます。
・農業用水路を活用した小水力発電は、適正化
法以外の規制も多々あり、また、対応策でのコ
メントどおり現行での手続きは可能であることは
承知しているところですが、小水力発電に取り
組もうとしている土地改良区等にとって、適正化
法の承認手続き（発電スタイルによっては適正化法手続き
が必要ないケースもあるが）が負担であることは間違い
ない事実です。今後、小水力発電を推進するに
は、地域再生計画における適正化法の特例に
より支援が講じられることが一つの起爆剤とな
ることは間違いなく、是非ご再考いただきたい。

○補助金適正化法第22条は、補助事業により取得し、
又は効用の増加した財産の処分制限に関して規定した
ものであり、補助目的に合致した需要の著しい減少が
見込まれるものではない施設については、引き続き補
助目的に即した利用を確保し、当該目的の達成を図る
観点からも、本来の補助金交付の目的に反して使用す
る場合（発電行為を含む）にあっては、同条に基づく
承認にかからしめることが適切であると考えている。

○なお、農業用水を確保するという視点に立てば、小
水力発電については、基本的に非消費性の行為であ
り、左記に示した農業用水としての本来利用に支障が
ないといった条件を満たす範囲内において、同条に基
づく承認を行うことは可能と判断しており、農業用水
を活用した小水力発電自体を妨げているものではな
い。
　このような承認に必要な条件・手続き等の明確化
や、具体的な計画に応じた相談体制の整備を通じ、手
続きの円滑化・迅速化に努めることにより、効果的に
小水力発電の推進が図られると考えており、現行制度
にて十分に対応可能と判断している。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

小水力発電につきましては、現在、手続きの煩雑さ等により
地域活力の再生に活かされていません。「承認に必要な条
件、手続きの等の明確化、具体的な計画に応じた相談体制
の整備」を行うとされておりますが、その内容は、いつまで
に、どのような内容となるのかご教示願いたい。また、地域
再生計画の認定以上に手続きが迅速化、明確化されるの
か、併せてお伺いしたい。

　本提案に係る承認に必要な条件については、左記「措置の概要（対応策）」に示
した内容を軸として、手続き等の明確化と併せ、関係機関とも調整を図りつつ、と
りまとめを行いたいと考えている。

　なお、具体的な計画に応じた相談体制については、地域の事情に精通した地方
支分部局レベルで整備を図っているところである。

　これらの措置を通じて迅速な対応を図っていくこととしたい。

1107 11072010 長野県

コモンズの
視点からの
観光・都市
圏交流型産
業の推進
（農業用水に
よる小水力
発電を活用
した農村活
性化地域再
生計画）

　補助金等に係る予算の執行の適用化に関す
る法律第２２条の目的外使用（使途）の制限
を地域再生に貢献すると判断される農業用水
路の発電利用に限り適用を除外し、補助金返
還を求めない。

農林水産省 1020260

グリーンツーリ
ズム展開のため
の情報の一元化
と情報発信シス
テム構築のため
の支援

都市と農山漁村の共生・対流の国民運動の一環とし
て、新たなグリーン・ツーリズムの提案・普及を行うとと
もに、都市部のニーズに応じた農山漁村情報の受発
信機能の強化、グリーン・ツーリズム起業の支援、地
域ぐるみで行う受入体制の整備や交流空間の整備等
について、関係省庁と連携しつつ総合的に推進。
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ご提案の「地域協議会を設置して、グリーン・ツーリズ
ム情報の一元化と情報発信システムの構築のための
支援」については、地域連携システム整備事業により
情報発信機能の強化に向けたワークショップ活動等に
対して支援しているところであり、本事業で対応可能で
ある。
なお、情報の一元化等については、新グリーン・ツーリ
ズム総合推進対策のうち、グリーン・ツーリズムセン
ター機能確立事業により、中央段階において全国の農
山漁村情報のデータベース構築等に対して支援してい
るところである。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

地域連携システム整備事業により、地域の交流人口
の増大等を目標に、地域協議会を設置し、ワーク
ショップ活動を通じて情報発信力の強化を図るための
人材育成やインターネットホームページの試作等の活
動に対する支援を行っているところであり、提案内容
の実現は可能であると考えている。

1216 12162030
那須野ヶ原
土地改良区
連合

人と自然に
優しい地域
環境再生プ
ロジェクト

那須野ヶ原グリーンツーリズム地域の持つ特
性の認識と活用法の研究並びに観光業と農林
業の連携のもと、地域再生・雇用創出を図る
ため、グリーンツーリズムの基本コンセプト
理解のため地域協議会を設立し、情報の一元
化と情報発信システムを構築したいのでその
支援をお願いしたい。

農林水産省 1020270
土地改良施設の
他目的使用等規
定の規制緩和

土地改良法
国有財産法
財政法

Ｄ－１
(Ｃ)

　　国営土地改良事業によって造成された土地改良財
産を発電の用に供する場合であって、次に掲げるよう
な場合については、発電に直接的に使用する範囲を
他目的使用の対象範囲として、建設費負担相当額の
算定を行うことは、現行制度において可能である。
　①　他目的使用の利用形態が完全に農業用水の利
用形態の範囲内(従属)であり、本来の用途又は目的で
ある農業用水のための利用形態を変更する必要がな
い場合。
　②　他目的使用のために取得した水利権(水利使用
規則)が、農業用水の貯留、取水等に影響を及ぼさ
ず、農業用水のために行われる取水に従属しているこ
とが明らかな場合。

提案者の趣旨は、
補助金返還を不要
とすることである
が、提案の内容の
ような場合、不要と
なると考えてよい
か。

　１　提案者の趣旨は国営造成施設（国有財産たる土地改
良財産）を利用して水力発電を行う場合（他目的使用）にお
ける「他目的使用料としての建設負担相当額に係る費用負
担アロケの算定方式の変更」であり、「補助金返還を不要」
とするものではないと考えられる。（当該提案の「支援措置
に係る提案事項の内容」を参照。）
　２　土地改良財産の他目的使用において、一定の条件を
具備する場合には、提案に即した算定方式とすることは現
行制度で対応可能。

1216 12162080
那須野ヶ原
土地改良区
連合

人と自然に
優しい地域
環境再生プ
ロジェクト

土地改良施設を利用して、水力発電を行う場
合で、自家発電方式以外の場合にあっては、
取水地点から発電所の放水地点までの土地改
良施設について費用負担アロケが伴い、採算
性の問題がクリアできないので、発電所設置
箇所のみの費用負担アロケとされたい。
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担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
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(プロ
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ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020280
土地改良施設の
目的外使用に係
る規制の緩和

補助金適正化法
第22条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用
の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承
認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使
用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては
ならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでな
い。
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　補助事業により造成された土地改良施設を活用して
小水力発電を実施する場合、地方自治法その他関係
法令について考慮するることが必要。
　基本的には、①河川法等所要の法令の手続きを了
し、②農業用水の十全な利用を引き続き確保し、③維
持管理を含めて受益者の合意が得られており、④土地
改良施設にかかる事業実施主体の同意が得られてい
る場合など、補助金の交付の目的が達成され、土地改
良施設が発揮している機能に支障を及ぼさない範囲
内において発電行為を行うことを内容とする場合に
は、現行制度における対応が可能。

提案者の趣旨は、
補助金返還を不要
とすることである
が、提案の内容の
ような場合、不要と
なると考えてよい
か。

ご指摘の目的外使用の4項目がクリアできた場
合において、民間企業が発電所を設置する際
に既存の土地改良施設の使用に伴う費用負担
のアロケーションを免除できるよう要望している
もの。（通常、施設の財産処分制限期間以内の
目的外使用は、費用負担アロケーションの対象
となる。）

○補助金適正化法第22条は、補助事業により取得し、
又は効用の増加した財産の処分制限に関して規定した
ものであり、原則として交付行政庁の承認を受けず
に、補助目的に反する取得財産の使用等を禁止したも
のである。

○なお、農業用水路を活用した小水力発電を行うに当
たり、その施設の使用については、基本的に、適正な
対価なくして、譲渡、貸し付けしてはならないことと
されているが（地方自治法第237条）、左記意見に関し
ては、県の判断により現行制度における対応が可能で
あると考えている。
　但し、県が有償で目的外使用を許可する場合等に
あっては、国庫補助率に応じた返還金を求めることと
なる。

1459 14592020 富山県
ふるさと創造
小水力発電
プラン

民間企業が、ＲＰＳ法認定の発電の共同事業
者として参入する場合には、既設の土地改良
施設の使用に伴うバックアロケーションを免
除し、目的外使用の承認の提出のみとする。

農林水産省 1020290
国有造成施設の
改修と多目的利
用

土地改良法
国有財産法
財政法

Ｃ
・
Ｄ－１

１　国営土地改良事業により造成された土地改良財産に
ついては、その本来の用途又は目的を妨げない限度に
おいて、他の用途又は目的に使用させ、又は収益(他目
的使用)させることができるとされ、また、発電事業、水道
事業等の公益事業の用に兼ねて供する必要が生じた場
合には、その財産の本来の用途又は目的を妨げない範
囲において、財産権の一部を公益事業の持分に応じて
付与することができる(共有持分付与)制度が国有財産法
の特則として土地改良法において定められており、これら
の制度を活用して施設の有効活用を図ることが可能と
なっている。
２　これらに係る対価等については、財政法上「国の財産
は････適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付け
てはならない。」とされていることから、これに即して、発
電事業等の他の利水の用に供する場合、建設費負担相
当額を徴収することとなる。
３　なお、土地改良財産は、国有財産であるものの、その
造成に当たっては、一般的に、都道府県、市町村、受益
農家等の負担が伴うことから、仮に他目的使用等の対価
を無償とした場合、費用負担者等に不利益を与える場合
がある。

都道府県、市町
村の受益者の同
意が得られれば
対価を無償とす
るという点も検討
できないか、ま
た、右の提案主
体の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

施設整備完了後、農業を取りまく環境は大きく変化
し、土地改良事業によって整備した施設の多角的な
利活用の必要が生じており、地方公共団体が当該施
設の一部に、その用途に変更を加え、地域の特性を
生かした特産品（農産物）や農産加工品に利用する
こと、都市と農村の交流センターなど農業を通じた交
流促進に利用する施設への電力供給、そして自然と
の共生を子供たちに実際に体験することが可能なビ
オトープの整備など、その整備の主な用途は、広い
意味での農業との関わりの深い事柄に属しており、
「他の目的の水利用」としてではなく、より事業目的に
即したものとすることが可能と考えられ、制約の少な
い形での多目的利用を広く認めることを要請する。
　また、そのことにより既施設の活用にあたり、受益
対象の農家戸数の減少を、供給余力による多目的
利用に振り向けることで、既建設費の免除を図るなど
柔軟な制度の運用を要望する。
　地域再生構想の推進にあたり、新たな財政負担
は、大きな課題となることが見込まれ、地域資源の積
極的な活用という観点から、その配慮を要請するとこ
ろであります。

　１  土地改良財産を本来の用途以外の発電事業等他の利
水の用途に供する場合、これらの利用に関しては、関係す
る都道府県、市町村又は受益者たる農業者等の合意が得
られることが前提となるが、その対価については、国有財産
の取扱いであり、これらの者の同意にかかわらず、財政法
等に即して、その適正な対価として建設費負担相当額を共
同事業の費用振り分けと同様の趣旨により、徴収することと
なる。
　２　また、土地改良財産は、国有財産たる行政財産（公共
財産）として公の行政目的（農業用水の貯留、取水等）に供
する必要があるが、社会経済情勢の変化等に対応して、当
該財産を発電事業等他の利水の用途に供する必要が生じ
た場合、本来の用途又は目的を妨げない範囲で他目的使
用や共有持分付与制度の活用による積極的な利用が可能
となっている。
　３　しかしながら、これらの利用が国有財産としての本来の
用途の一部を変更するものであること、河川法等との事前
の調整が必要となるものであること等から、国有財産として
の管理上、国はその内容を個別具体的に把握し、今後とも
財産としての本来の用途又は目的に支障を生じないもので
あるかを検討の上、その利用の妥当性等を判断する必要が
ある。

1276 12761020 深川市
環境と共生
する田園都
市構想

国営造成施設の多目的使用等については、土
地改良法第９４条の４の２の規定により、可
能となっているが、現実には難しい状況であ
る。

農林水産省 1020300

国庫補助金によ
り整備したケー
ブルテレビ施設
の高度利用（デ
ジタル化）にお
ける補助金等適
正化法の適用除
外

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。
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　国庫補助金を用いて整備した設備等を処分制限期
間内に処分する場合、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律及び施行令、農林畜産業関係補
助金等交付規則等について考慮することが必要。
　基本的には、取得価格が５０万円を超えるものを処
分制限の対象財産としており、残存期間を有する財産
の処分について、農林水産大臣の承認が必要である
が、新物件が処分制限残存期間につき補助条件を承
継すること、旧物件の処分益があれば新規購入費に
充当することなどを条件として、補助金の交付の目的
が達成される場合は、現行制度における対応が可能。

地域再生別表１
３００４で個別の
条件が適合すれ
ば地域再生計画
でも対応可能と
考えられるか。

本件の提案内容は施設のより高度化を図るものであ
るが、地域再生別表13004は需要が著しく減少してい
る補助対象施設の転用を弾力的に認めるものである
ため、条件に適合しない。
なお、前回の回答の通り、現行制度における対応可
能。

1130 11302010 洲本市
ケーブルテ
レビ高度利
用構想

ケーブルテレビ施設の高度化（デジタル化）
にあたっては、既存施設が国庫補助金を活用
して多年度にわたって整備されていることか
ら、補助金等適正化法が複雑に適用されるた
め、同法の適用を除外して国庫補助金の返還
を要しないものとする。

農林水産省 1020310

土地改良事業に
おける公園やグ
ランド等整備に
係る支援

土地改良法第８７
条第４項（土地改
良法第８条第５
項）
土地改良法の一
部を改正する法
律の施行につい
て（昭和４８年２月
８日４８構改Ｂ第１
９２号）

農用地の改良、保全等のため必要な限りにおいて、土
地改良事業の施行地域内に非農用地を含めることが
できることとしており、非農用地区域として事業計画に
おいて設定できる面積は事業施行地域の３割以内とし
ている。
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土地改良事業において、非農用地を地区に含めるに
当たっては、農用地の改良・保全等の事業目的を達成
する上で適切な位置にあり、妥当な規模である必要か
ら３割を限度としているところである。
しかしながら、土地改良事業の施行地域の３割を超え
るようなまとまりのある非農用地を設定する必要があ
るときは、当該区域で事業実施後に非農用地とする土
地（山林、農地等）を地区から除外し、事業で予定する
非農用地区域と組み合わせて農地転用を行うことによ
り、３割を超えた一団の非農用地（公園やグランド用地
等）の確保を図ることが現に可能となっている。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

措置の概要（対応策）により、提案内容の実現は可能
と考える。

1633 16332020 茨城県

カシマスポー
ツ交流空間
創造プロジェ
クト

【その他】
農地の集団化を図るうえで不可避となる介在
山林を取り込む土地改良事業の場合におい
て，土地改良事業と公園やグランド等の交流
施設整備を円滑に進めるために非農用地区域
の設定割合を緩和する。

農林水産省 1020320

ヒューマンス
ケールの素材や
施工方法による
農村部における
小規模公共工事
の実施

各補助事業の実
施要綱、要領等
農業農村整備事
業等における農
家・地域住民等参
加型の直営施工
について（農村振
興局長・生産局長
通知）

農業農村整備事業においては、施設の機能が確保さ
れ、かつ構造の安全性が保たれることを前提に、地域
の特性に応じた弾力的な基準の運用や、環境に配慮
した事業の実施を図っている。
　また、環境との調和と配慮については、調査、計画、
設計における基本的な考え方や仕組み、留意事項等
について、「環境との調和に配慮した事業実施のため
の調査計画・設計の手引き」としてまとめており、これ
を踏まえて事業を実施している。
　さらに、施工方法の弾力化に関しても、簡易な整備
について、希望により農家・地域住民が直接工事に参
加する直営施工方式の普及を図っているところ。
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　農業農村整備事業においては、現状においても、そ
れぞれの地域の特性に応じた弾力的な整備や環境と
の調和に配慮した事業実施を推進しているところであ
る。
　今後も、制度の現状欄にあるような、諸制度の活用
を検討して頂きたい。

　「環境の調和に配慮した事業実施のための調
査計画・設計の手引き」を参考に、環境に配慮
した施設整備を行い、必要に応じて「農業農村
整備事業」等の国の提案する諸制度の活用を
検討したい。

1534 15342010 北九州市

ヒューマンス
ケールの素
材や施工方
法による農
村部におけ
る小規模公
共工事の実
施

農村部における小規模公共施設（農道、水路
等）にヒューマンスケール（人間的な尺度）
を重視した素材や施工方法を用い、環境に配
慮した施設・構造物や癒しの空間を創出す
る。

農林水産省 1020330
農地転用許可手
続きの簡素化

農地法第４条、第
５条、附則第２項

農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。（４haを超える農地の転用について
は、農林水産大臣の許可としている。）都道府県知事
は、原則として、２ｈａを超え４ｈａ以下の農地転用許可
をしようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協
議しなければならない。

Ｃ

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利
用を図るために優良農地の確保を行うことを目的とし
ており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適
正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関与の在
り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に
加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている総合
規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・
農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の改
革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところであ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。
また、農地制度
の改革の検討状
況について、具
体的に示された
い。

    農地転用許可については、法令に定められ
た農地転用許可基準に基づき判断されており、
国の関与は、転用許可基準の改正等にとどめ
るべきである。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図
るために優良農地の確保を行うことを目的としており、また
許可権限の配分については、国民への食料の安定供給を
図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

    農地転用許可については、法令に定められた全国統一
の農地転用許可基準に基づいて行われており、国の関与
は、転用許可基準の改正等にとどめるべきと考えるので、再
度検討願いたい。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図るために優良農地の
確保を行うことを目的としており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観点を踏
まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用
の厳格化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・農業・農村基本計画」の策
定に向けた農地制度の改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところである。具体的には、食料・農
業・農村政策審議会企画部会において議論されているところである。

1595 15952050 北海道
活力ある農
業・農村新
生プラン

２ｈａを超え４ｈａ以下の農地を知事が転用
許可する場合の大臣協議を廃止する。
転用許可基準が法制化されていることから大
臣協議を廃止しても、事務能力及び体制上の
問題はない。
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農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し
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構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020340

農地法に係る４
ha以上の農地転
用許可権限の県
への移譲及び２
haを超える知事
の許可に係る国
への事前協議制
の廃止

農地法第４条、第
５条、附則第２項

農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。
４haを超える農地の転用については、農林水産大臣の
許可としている。
都道府県知事は、原則として、２ｈａを超え４ｈａ以下の
農地転用許可をしようとする場合は、あらかじめ農林
水産大臣に協議しなければならない。

Ｃ

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利
用を図るために優良農地の確保を行うことを目的とし
ており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適
正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関与の在
り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に
加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている総合
規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・
農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の改
革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところであ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。
また、農地制度
の改革の検討状
況について、具
体的に示された
い。

○　地域づくりに関連の深い農地転用許可は，
地域の実情に精通している県知事において，他
の土地利用関係法令とともに総合的・一元的な
土地利用規制を行うことが，総合的なまちづくり
の推進につながると考える。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図
るために優良農地の確保を行うことを目的としており、また
許可権限の配分については、国民への食料の安定供給を
図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

　○　地域づくりに関連の深い農地転用許可は，地域の実
状に精通している県知事において，他の土地利用関係法令
とともに総合的・一元的な土地利用規制を行うことが，総合
的なまちづくりの推進につながると考える。
　○食料・農業・農村政策審議会企画部会で示された中間
論点整理（素案）においては，「農地転用の許可に関する国
と地方の関係の在り方について，検討の必要がある。」とさ
れており，本県提案の趣旨に沿った検討をお願いしたい。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図るために優良農地の
確保を行うことを目的としており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観点を踏
まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用
の厳格化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・農業・農村基本計画」の策
定に向けた農地制度の改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところである。具体的には、食料・農
業・農村政策審議会企画部会において議論されているところである。

1140 11402050 広島県
分権ひろしま
活性化プラ
ン

４haを超える農地転用のための許可権限にお
いて，事務処理の効率化や，将来の基礎自治
体への窓口のワンストップ化や総合的にまち
づくりを推進するため，権限移譲に伴う所要
の地方財政措置を講じた上で．当該許可につ
いて県で行えるよう農地法を改正すること。

農林水産省 1020350

農地転用及び農
振農用地の除外
に関する権限の
移譲

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条
農地法第４条、第
５条

農用地区域からの除外に当たっては、農業振興地域
整備計画の変更が必要であり、その変更にあたっては
市町村は都道府県知事に協議し、そのうち農用地利
用計画については同意を要する。また、農地の転用に
ついては、原則として都道府県知事の許可としてい
る。（４haを超える農地の転用については、農林水産大
臣の許可としている。）
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　本提案は先端技術産業・研究開発施設の集積を図
るものであり、多極分散型国土形成促進法等の地域
整備法に基づく基本構想等に位置づけられた場合に
は、４ｈａを超える農地転用許可についても都道府県知
事の許可権限であり、さらに、地方自治法第２５２条の
１７の２の特例条例により市町村への許可権限の委譲
は可能となる。
　また、上記基本構想等に位置づけなくとも、周辺の土
地の農業上の利用に支障がない等の要件を満たす場
合には、農用地区域から除外が可能であり、農地転用
許可は可能である。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であ
るが、都道府県知事との同意を要する協議は優良農
地の確保や都道府県の農業振興の方針との整合を図
るための必要最小限の手続きであり、また、総合規制
改革会議の第３次答申においても農地利用規制の厳
格化を求められているところであり、この答申を尊重す
る旨閣議決定されているところである。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　本提案は先端技術産業・研究開発施設の集積を図るもの
であり、多極分散型国土形成促進法等の地域整備法に基
づく基本構想等に位置づけられた場合には、４ｈａを超える
農地転用許可についても都道府県知事の許可権限であり、
さらに、地方自治法第２５２条の１７の２の特例条例により市
町村への許可権限の委譲は可能となる。
　上記基本構想等に位置づけなくとも、周辺の土地の農業
上の利用に支障がない等の要件を満たす場合には、農用
地区域から除外や農地転用許可は可能であり、研究開発施
設等の整備という提案の趣旨は現行制度でも実現が可能で
ある。
　また、計画変更協議等の円滑な処理を図るため、都道府
県は市町村の事前相談等に対応するとともに、関係部局間
の連絡調整を円滑に行うよう国として助言するなど、迅速化
に努めているところである。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であるが、
都道府県知事との同意を要する協議は優良農地の確保や
都道府県の農業振興の方針との整合を図るための必要最
小限の手続きであり、また、総合規制改革会議の第３次答
申においても農地利用規制の厳格化を求められているとこ
ろであり、この答申を尊重する旨閣議決定されているところ
である。

1442 14422020 沼津市
富士山麓リ
サーチパー
ク構想

当該構想区域における農地転用及び農振農用
地の除外に関する権限を市へ移譲

農林水産省 1020360
農地転用に関す
る権限の移譲

農地法第４条、第
５条

農地の転用については、原則として都道府県知事の
許可としている。
４haを超える農地の転用については、農林水産大臣の
許可としている。

Ｃ

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利
用を図るために優良農地の確保を行うことを目的とし
ており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適
正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関与の在
り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に
加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている総合
規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・
農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の改
革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところであ
る。
　なお、県の企業局が農地転用する場合、農地法の転
用許可は不要となっている。

農地制度の改革
の検討状況につ
いて、具体的に
示されたい。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図
るために優良農地の確保を行うことを目的としており、また
許可権限の配分については、国民への食料の安定供給を
図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。

1516 15162020
静岡県湖西
市

高品質なも
のづくり基盤
創造「企業
誘致促進
化」構想

現在、農地転用については県知事の許可が必
要であり、４haを超えるものについては、農
林水産大臣の許可が必要となっている。公的
機関（県の企業局や市の土地開発公社）が、
地域再生計画に位置づけられた土地につい
て、実施する事業に限り、農林水産大臣の許
可は不要とし、県知事の許可とする。

農林水産省 1020370
農地転用許可権
限の移譲

農地法第４条、第
５条

４haを超える農地の転用については、農林水産大臣の
許可としている。

Ｃ

　農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利
用を図るために優良農地の確保を行うことを目的とし
ており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適
正に対応するとの観点を踏まえ、適切な国の関与の在
り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に
加え農地転用規制の運用の厳格化を求めている総合
規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・
農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の改
革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところであ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。
また、農地制度
の改革の検討状
況について、具
体的に示された
い。

   農地転用許可については、法令に定められ
た農地転用許可基準に基づき判断されており、
国の関与は、転用許可基準の改正等にとどめ
るべきである。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図
るために優良農地の確保を行うことを目的としており、また
許可権限の配分については、国民への食料の安定供給を
図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観
点を踏まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措
置されているものである。現行の権限配分を見直すに当
たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用の厳格
化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた
更に慎重な検討が必要と考えており、現在行っている新た
な「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた農地制度の
改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転用
規制の在り方について検討を行っているところである。具体
的には、食料・農業・農村政策審議会企画部会において議
論されているところである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

   農地転用許可については、法令に定められた全国統一の
農地転用許可基準に基づいて行われており、国の関与は、
転用許可基準の改正等にとどめるべきと考えるので、再度
検討願いたい。

  農地転用許可制度は、農地の農業上の効率的な利用を図るために優良農地の
確保を行うことを目的としており、また許可権限の配分については、国民への食
料の安定供給を図るとの国の責務及び地方分権に適正に対応するとの観点を踏
まえ、適切な国の関与の在り方等を検討した上で措置されているものである。現
行の権限配分を見直すに当たっては、上記の観点に加え農地転用規制の運用
の厳格化を求めている総合規制改革会議の第３次答申も踏まえた更に慎重な検
討が必要と考えており、現在行っている新たな「食料・農業・農村基本計画」の策
定に向けた農地制度の改革についての検討の中で、優良農地の確保や農地転
用規制の在り方について検討を行っているところである。具体的には、食料・農
業・農村政策審議会企画部会において議論されているところである。

1595 15952040 北海道
活力ある農
業・農村新
生プラン

４ｈａを超える農地転用について農林水産大
臣の許可権限を道知事に移譲する。
大臣転用許可件数は、年間１０件程度であ
り、転用許可基準が法制化されていることか
ら、権限移譲を受けるに当たり、事務能力及
び体制上の問題はない。

農林水産省 1020380
農振農用地区域
変更の際の県の
同意を廃止

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条

農用地区域からの除外に当たっては、農業振興地域
整備計画の変更が必要であり、その変更にあたっては
市町村は都道府県知事に協議し、そのうち農用地利
用計画については同意を要する。

Ｃ

　事業の実施にあたっては、周辺の土地の農業上の
効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと等の要
件を満たせば農用地区域からの除外は可能である。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であ
るが、当該計画の変更は１カ所の土地の除外について
のみ検討して行うものでなく経済事情の変動等による
変更の必要性を農業振興地域整備計画全体について
検討して判断するものであり、都道府県知事との同意
を要する協議は、農業振興地域整備計画全体と優良
農地の確保や都道府県の農業振興の方針との整合を
図るための必要最小限の手続きであり、また、総合規
制改革会議の第３次答申においても農地利用規制の
厳格化を求められているところであり、この答申を尊重
する旨閣議決定されているところである。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　事業の実施にあたっては、周辺の土地の農業上の効率的
な利用に支障が生じるおそれがないこと等の要件を満たせ
ば農用地区域からの除外は可能である。
　また、計画変更協議等の円滑な処理を図るため、都道府
県は市町村の事前相談等に対応するとともに、関係部局間
の連絡調整を円滑に行うよう国として助言するなど、迅速化
に努めているところである。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であるが、
当該計画の変更は１カ所の土地の除外についてのみ検討し
て行うものでなく経済事情の変動等による変更の必要性を
農業振興地域整備計画全体について検討して判断するもの
であり、都道府県知事との同意を要する協議は、農業振興
地域整備計画全体と優良農地の確保や都道府県の農業振
興の方針との整合を図るための必要最小限の手続きであ
り、また、総合規制改革会議の第３次答申においても農地
利用規制の厳格化を求められているところであり、この答申
を尊重する旨閣議決定されているところである。

1516 15162030 湖西市

高品質なも
のづくり基盤
創造「企業
誘致促進
化」構想

現在、市が作成する農業振興地域整備計画書
で定める「農用地利用計画」を変更するとき
は、県知事に協議し、同意を得なければなら
ないことになっている。公的機関（県の企業
局や市の土地開発公社）が、地域再生計画に
位置づけられた土地について、実施する事業
に限り、その協議及び同意を不要とする。
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支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020390

農林水産省補助
事業及び土地改
良事業の基盤整
備完了後８年未
満の農地の農用
地区域からの除
外

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条

農用地区域からの除外に当たっては、市町村の農業
振興地域整備計画の変更が必要である。

D-1

　提案概要に係る施設の内容、配置等が明らかでない
が、耕作又は養畜の業務に必要な農業用施設に該当
する施設については、農用地区域内に設置可能であ
る。
　また、これにあたらない施設であっても市町村が定め
る地域の農業の振興に関する計画に位置付けられた
施設で、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障
が生じるおそれがないこと等の要件を満たせば、農用
地区域からの除外は可能であり、農地転用の許可も
可能である。

提案内容は実現
可能と解して良
いか。

　提案概要に係る施設の内容、配置等が明らかでないが、
耕作又は養畜の業務に必要な農業用施設に該当する施設
については、農用地区域内に設置可能である。
　また、これにあたらない施設であっても市町村が定める地
域の農業の振興に関する計画に位置付けられた施設で、周
辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれ
がないこと等の要件を満たせば、農用地区域からの除外は
可能であり、農地転用の許可も可能であり、駐車場等の整
備という提案の趣旨は現行の制度で実現が可能である。

1365 13652010 塩山市
塩山市農業
基盤安定拡
大化計画

塩山市の基幹産業である農業の状況は、高齢
化と後継者不足が進み、農家数と農業従事者
の減少は深刻である。この農業を振興させる
ため、農業基盤を整備し、高品質の農産物を
省力化する中で生産し、高収益を得るため努
力してきたところである。しかし、農地のま
ま簡易直売所等に利用できるのは２アール以
内に限られており、農道等を整備してもそれ
を活用する直売所、農産物加工場、駐車場、
トイレなどの建設を行うことができず、農作
業のための道路、出荷のための道路としての
みの活用に止まっている。これは、農業振興
地域の整備に関する法律第１３条第２項に規
定されている農林水産省補助事業及び土地改
良事業で基盤整備を行った場合、その受益地
が事業完了後８年間は農用地区域の除外が認
められないためで、今後担い手農家や新規農
業従事者が高収益で魅力ある農業を目指すに
は、建築物の整備が不可欠であり、補助事業
の受益地であっても農用地区域からの除外を
許可し、農業振興を図ることとする。

農林水産省 1020400
入山料を徴収し
ての国有林の国
民への開放

国有林野管理規
程第７８条（国有
林野への入林）

　国有林野管理規程第７８条（国有林野への入林）森
林管理局長は、国有林野の適切な管理又は国有林野
へ入林する者の安全の確保を図るために必要がある
と認めるときは、国有林野への入林に関する規則を定
めることができる。

Ｃ

　 森林浴、登山、動植物観察、トレッキング等のため
の国有林野への入林は、別途法令等の規制がある場
合や安全の観点から入林の規制を行う場合を除き、特
段の制限を行っていない。（山菜採取については、林
産物として売払いや共用林野の契約者の権利の対象
となる場合もある）
　ただし、事業用林道については、安全上の観点等か
ら、一般車の利用を制限しているところである。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野
の利用の機会を制限することとなるため、困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　 森林浴、登山、動植物観察、トレッキング等のため
の国有林野への入林は、別途法令等の規制がある場
合や安全の観点から入林の規制を行う場合を除き、
特段の制限を行っていない。（山菜採取については、
林産物として売払いや共用林野の契約者の権利の対
象となる場合もある）
　ただし、事業用林道については、安全上の観点等か
ら、一般車の利用を制限しているところである。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野
の利用の機会を制限することとなるため、困難であ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

営林は経営であると考えるべきで、管理に主眼を置くのでは
なく、営業に力を注ぐべきだ。申請が有れば入林(山）を許可
すると言う姿勢ではなく、積極的にＰＲ（トレッキングマップ、
魚つりマップ等）して、利用していただくと言う姿勢であって欲
しい。”打ち出の小槌”は有るのだから大いに活用するべき
である。入山料については、必要で相応の負担であれば理
解される。

　 国有林野においては、森林浴、動植物観察、登山等での入林について、法令
等の規制がある場合を除き、特段の規制を行わず国民の利用に供しているところ
である。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野への利用の機会を制限す
ることとなり、国有林野の管理経営の方針である国民の森林として、国民に開か
れた管理経営を推進することに沿わないものであること。また、利用者の国有林
野への入林方法は、林道、登山道、渓流など多種多様であることから、公平に入
山料を徴収することは実態上非常に困難であることから、適切ではないと考えて
いる。

1033 10331010 個人
国、道有林
育成、開放
計画

入山（入林）料を徴収して山を広く国民に開
放する事で営・育林を促進する。

農林水産省 1020410
入山料を徴収し
ての国有林の国
民への開放

国有林野管理規
程第７８条（国有
林野への入林）

　国有林野管理規程第７８条（国有林野への入林）森
林管理局長は、国有林野の適切な管理又は国有林野
へ入林する者の安全の確保を図るために必要がある
と認めるときは、国有林野への入林に関する規則を定
めることができる。

Ｃ

　 森林浴、登山、動植物観察、トレッキング等のため
の国有林野への入林は、別途法令等の規制がある場
合や安全の観点から入林の規制を行う場合を除き、特
段の制限を行っていない。（山菜採取については、林
産物として売払いや共用林野の契約者の権利の対象
となる場合もある）
　ただし、事業用林道については、安全上の観点等か
ら、一般車の利用を制限しているところである。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野
の利用の機会を制限することとなるため、困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　 森林浴、登山、動植物観察、トレッキング等のため
の国有林野への入林は、別途法令等の規制がある場
合や安全の観点から入林の規制を行う場合を除き、
特段の制限を行っていない。（山菜採取については、
林産物として売払いや共用林野の契約者の権利の対
象となる場合もある）
　ただし、事業用林道については、安全上の観点等か
ら、一般車の利用を制限しているところである。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野
の利用の機会を制限することとなるため、困難であ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

営林は経営であると考えるべきで、管理に主眼を置くのでは
なく、営業に力を注ぐべきだ。申請が有れば入林(山）を許可
すると言う姿勢ではなく、積極的にＰＲ（トレッキングマップ、
魚つりマップ等）して、利用していただくと言う姿勢であって欲
しい。”打ち出の小槌”は有るのだから大いに活用するべき
である。入山料については、必要で相応の負担であれば理
解される。

　 国有林野においては、森林浴、動植物観察、登山等での入林について、法令
等の規制がある場合を除き、特段の規制を行わず国民の利用に供しているところ
である。
　入山料を徴収することについては、国民の国有林野への利用の機会を制限す
ることとなり、国有林野の管理経営の方針である国民の森林として、国民に開か
れた管理経営を推進することに沿わないものであること。また、利用者の国有林
野への入林方法は、林道、登山道、渓流など多種多様であることから、公平に入
山料を徴収することは実態上非常に困難であることから、適切ではないと考えて
いる。

1033 10332010 個人
国、道有林
育成、開放
計画

入山（入林）料を徴収して山を広く国民に開
放する事で営・育林を促進する。

農林水産省 1020420

「森林吸収源対
策推進特別区
域」への森林整
備の集中的実施

森林・林業基本法
第２条第１項、第
４条

森林整備事業（植栽・下刈・間伐等）及び治山事業（谷
止工や保安林における本数調整等）による支援措置

Ｃ

森林による二酸化炭素吸収量３．９％の確保は、一定
地域において森林整備を集中的に実施することでは
達成されず、その周辺の森林も含め吸収源となりうる
森林の全てにおいて適切な整備・保全措置を講じるこ
とにより達成されることをご理解いただきたいと考えま
す。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

　
　地方財政の現状から、既存の補助制度による
着実な推進は、非常に厳しい状況にあることか
ら、ここで国が直接取り組む姿勢を明確に示
し、重点区域の整備を確実に推進することに
よって、周辺区域への補助事業の効果的な配
分も可能になり、効果が極めて高まるものと考
えます。
　なお、提案は、重点区域を国が改めて「森林
吸収源対策特別推進区域」として指定し、国の
委託事業として整備することを求めていること
から、予算関連とならないものかどうかを含め、
再度の御検討をお願いします。

温暖化対策における森林吸収源の確保は国の重要施策で
すが、その推進に当たっては全ての育成林の整備を通じて
吸収源の確保を図ることとしており、特定の森林のみを選択
的に国の事業対象とすることは適当ではないと考えていま
す。また、現状の森林整備水準では吸収量が３．１％水準に
止まると見通されている中で、一部の森林に国の事業を集
中的に投入した場合、他の森林にしわ寄せが及び、かえっ
て吸収目標の達成につながらないものと考えられ、提案意
見にある「周辺地域への補助事業の効果的配分」も期待で
きないものと考えられます。なお、国としては今後とも吸収源
対策としての森林の整備・保全を着実に推進して参りたいと
考えております。

1156 11562010 青森県

地球温暖化
に資する森
林整備によ
る雇用創出
構想

　民有林の整備は、国民の森林に対する意識
が深まりつつあるものの木材価格の低迷など
に伴う林業不振により遅れており、森林の持
つ公益的機能が低下してきている。
　京都議定書では、温室効果ガス６％削減目
標のうち、３．９％を森林による吸収量で確
保することとしているが、現状の整備水準で
は、３．１％にとどまる見込みであり、地域
の対応だけでは、目標吸収量の達成は困難な
状況であり、その取組みが急務となってい
る。
　このため、国が、国際約束と森林整備の公
益性に鑑み、地球温暖化防止森林吸収源１０
カ年対策を着実に推進するため、県が策定し
た「森林吸収源推進プラン」の重点区域を
「森林吸収源対策推進特別区域」に指定する
とともに、当該区域における実施主体へ全面
委託する形で森林整備を集中的に実施するこ
とにより、地球温暖化防止への貢献と地域雇
用の創出による地域の活性化を図る。

農林水産省 1020430
公共施設整備事
業における木造
公共施設の徹底

木材利用推進関
係省庁連絡会議
の設置について

　平成８年に設置した「木材利用推進関係省庁連絡会
議」を通じて、木材利用推進に向けた連携を図ってい
るところ。

D-1

　農林水産省においては、平成１５年８月に「農林水産
省木材利用拡大行動計画」を策定し、具体的な数値目
標を設定して、農林水産省所管の公共土木工事や補
助事業において、木材利用を進めている。
　また、「木材利用推進関係省庁連絡会議」等の場を
活用して、関係省庁に対して、木材利用の促進につい
て要請しており、他省庁においても公共土木事業や公
共施設において木材利用を推進しているところであ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

　平成15年８月の「農林水産省木材利用拡大行
動計画」については、農林水産省としての木材
利用推進に係る計画であるが、数値目標を盛り
込むなど具体的な国としての木材利用推進計
画の策定の可否について御検討いただきた
い。

「農林水産省木材利用拡大行動計画」については、公共部
門において木材利用の拡大を図り、民間部門の先導役とし
ての役割を果たしていくことが重要との考えにたって策定し
たところである。また、「木材利用推進関係省庁連絡会議」
等を通じた連携により、公共土木工事や公共施設への木材
利用を推進しているところであり、既に木材利用に対する関
係省庁の理解は得られているものと考えている。地域にお
ける木造公共施設の整備等については、貴県において数値
目標を提示した計画を立てる等貴県の特性等を踏まえた木
材利用の推進を図ることとされたい。

1321 13212010 愛媛県
愛媛県公共
施設木材利
用推進構想

　平成８年度に、関係省庁からなる「木材利
用推進関係省庁連絡会議」を設置し、木材利
用促進を進められているが、今後とも、公共
施設の木造化を推進するため、同会議におい
て、具体的な木材利用推進プログラムや数値
目標を提示するなど、より一層の木材利用推
進の徹底を図ることを要望する。

農林水産省 1020440
森林国営保険補
償対象の拡大

森林国営保険法
第２条

森林国営保険制度は、政府が森林国営保険法等に基
づき森林について火災、気象災及び噴火災による損
失をてん補することを通じて森林資源の維持培養及び
林業経営の安定に資するものである。本制度は、昭和
１２年に林齢２０年生以下の森林を対象に火災を保険
対象事故として創設されて以来、森林被害の発生状
況や森林所有者の保険需要の変化に対応し、林齢制
限の撤廃、保険事故の追加を行う等の制度の改正を
経てきている。

Ｃ

森林の病虫獣害については、被害の発生が特定地域
に限定されるという特性がある。仮に、これを保険事故
とした場合、逆選択が行われやすくなり、被害が発生
する限定的な地域の保険金支払いに全国の保険加入
者の保険料が使われ、加入者間の危険度と負担のバ
ランスが崩れ、森林国営保険の健全な事業運営に支
障をきたす可能性が高い。さらに、これにより森林の火
災、気象災及び噴火災による損失を補てんするという
現行制度の目的が達成できなくなる恐れがある。ま
た、病虫獣害をオプションとする保険を設けた場合、病
虫獣害の発生が多い特定地域の森林のみが保険の
対象となることから、極めて高い保険料となり、保険が
成り立ち得ないものと考えられる。なお、森林国営保険
では３年ごとに最新の事故率を基に保険料率等の見
直しを行い、適正な保険設計に努めている。以上か
ら、森林国営保険の補償対象として病虫獣害を加える
ことは困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し回答されたい。

森林の病虫獣害については、被害の発生が特定地域に限
定されるという特性がある。仮に、これを保険事故とした場
合、逆選択が行われやすくなり、被害が発生する限定的な
地域の保険金支払いに全国の保険加入者の保険料が使わ
れ、加入者間の危険度と負担のバランスが崩れ、森林国営
保険の健全な事業運営に支障をきたす可能性が高い。さら
に、これにより森林の火災、気象災及び噴火災による損失
を補てんするという現行制度の目的が達成できなくなる恐れ
がある。また、病虫獣害をオプションとする保険を設けた場
合、病虫獣害の発生が多い特定地域の森林のみが保険の
対象となることから、極めて高い保険料となり、保険が成り
立ち得ないものと考えられる。なお、森林国営保険では３年
ごとに最新の事故率を基に保険料率等の見直しを行い、適
正な保険設計に努めている。以上から、森林国営保険の補
償対象として病虫獣害を加えることは困難である。

1418 14182010 宮崎県
地域材活用
活性化構想

【森林国営保険補償対象の拡大】
・現行の森林国営保険制度では、補償対象災
害の範囲が火災、気象災及び噴火災に限定さ
れている。そこで、農業共済制度と同様、近
年増加している獣害及び病虫害等について、
当該保険での補償対象に拡大し、保険適用を
可能とするものである。
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農林水産省 1020450

入野松原の大方
町における一括
管理
それに伴う権
限・財源の移譲

森林法

国有林野管理経
営規定第１３条、
第１４条、レクリ
エーションの森の
管理経営につい
て（48林野管第
173号林野庁長官
通達）

保安林内において立木を伐採する場合には、都道府
県知事の許可を受けることが必要。
ただし、人工林に係る択伐及び間伐については許可に
よらず事前に届出を提出することにより実施すること
が可能。
また、除伐や植栽、下刈り等については許可等は不
要。

レクリエーションの森では、管理経営方針書に基づき、
国有林野のレクリエーション利用やレクリエーション施
設の設置などが行われている。

Ｅ

Ｅ

保安林に指定された松林の再生のための整備に必要
な植栽や保育、除伐は許可不要とされているほか、間
伐又は人工林に係る択伐についても事前の届出によ
り許可不要とされている。
　また、保安林内で行う立木の伐採の制限の内容は、
当該保安林の有する公益的機能の確保の観点から必
要最小限度のものとしており、当該許可等の権限を町
へ移譲することにより適否の判断が異なるものとなる、
又は事務の迅速化が図られるものではない。
　このため、本提案については事実誤認である。
　なお、前述の間伐及び択伐以外の立木の伐採の許
可についても、標準処理期間（30日）を定め、事務の迅
速化を図っているところである。

レクリエーションの森は国民の保健休養の用に供する
ために設けているのものであり、地元市町村長の意見
を聴くとともに、関係法令とも調整を図った上で作成し
た管理経営方針書に基づき、レクリエーション施設を
設置し国有林野のレクリエーション利用を推進するな
ど、地域の振興にも寄与している。なお、レクリエーショ
ンの森の名称及び区域についても、関係の都道府県
知事や市町村長から意見を聴いて策定される、国有林
野施業実施計画により地域の要請等を勘案して定め
ている。

提案は、入野松原
を、統一した再生
計画のもとで総合
的に整備するとい
うものであるが、提
案は実現できると
解して良いか。

事前の届自体を不要とする、つまりその権限そ
のものを町への移譲を求めているのであり、提
案の内容に添った正確な回答となっていない。
また、公益機能の確保の判断は市町村の判断
でいいのではないか。全国一律の規制が必ず
しも公益機能を保障しているとは限らず、住民
生活に最も近い政府である、市町村の権限と判
断で十分であると思われる。

 現行制度においては、松原の再生のための整備に必要な
植栽や保育、除伐は許可不要とされ、また間伐又は人工林
に係る択伐については届出制とされていることから、権限を
委譲しなければ松原に係る管理や整備を迅速に行うことが
できないとするのは事実誤認である。
　なお、保安林については、災害の防備等の公益的機能の
持続的な発揮を確保する必要があることから、保安林の機
能が損なわれないよう過剰な伐採の有無や植栽の必要性
等の確認が必要であり、間伐又は人工林に係る択伐を行う
場合には、森林法により届出制とされている。事前の届出自
体を不要とした場合には、違法に行われる過剰な伐採も含
め未然に察知することができず、松原の再生を目的とした本
提案の趣旨に反することとなるため、むしろ事前の届出は必
要であると考える。
　また、提案主体からの意見において「全国一律の規制が、
そこに住む住民の生活権を脅かしている。」とされているが、
保安林については、地域の実状や市町村の意見を反映し、
保安林ごとに適切な施業を確保するための伐採の限度等を
個々に指定することにより、住民の生活環境の保全等に支
障が生じないよう制限を行っているものである。

1553 15531010
高知県大方
町

入野松原再
生住民プロ
ジェクト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・
整備する際には、それぞれの所管省庁に協議
をしなければならないため、統一した管理や
整備ができないばかりでなく、迅速な対応が
できない
そのための規制を撤廃し、一括法でかかる権
限と税源を大方町に移譲する。

農林水産省 1020450

入野松原の大方
町における一括
管理
それに伴う権
限・財源の移譲

森林法

国有林野管理経
営規定第１３条、
第１４条、レクリ
エーションの森の
管理経営につい
て（48林野管第
173号林野庁長官
通達）

保安林内において立木を伐採する場合には、都道府
県知事の許可を受けることが必要。
ただし、人工林に係る択伐及び間伐については許可に
よらず事前に届出を提出することにより実施すること
が可能。
また、除伐や植栽、下刈り等については許可等は不
要。

レクリエーションの森では、管理経営方針書に基づき、
国有林野のレクリエーション利用やレクリエーション施
設の設置などが行われている。

Ｅ

Ｅ

保安林に指定された松林の再生のための整備に必要
な植栽や保育、除伐は許可不要とされているほか、間
伐又は人工林に係る択伐についても事前の届出によ
り許可不要とされている。
　また、保安林内で行う立木の伐採の制限の内容は、
当該保安林の有する公益的機能の確保の観点から必
要最小限度のものとしており、当該許可等の権限を町
へ移譲することにより適否の判断が異なるものとなる、
又は事務の迅速化が図られるものではない。
　このため、本提案については事実誤認である。
　なお、前述の間伐及び択伐以外の立木の伐採の許
可についても、標準処理期間（30日）を定め、事務の迅
速化を図っているところである。

レクリエーションの森は国民の保健休養の用に供する
ために設けているのものであり、地元市町村長の意見
を聴くとともに、関係法令とも調整を図った上で作成し
た管理経営方針書に基づき、レクリエーション施設を
設置し国有林野のレクリエーション利用を推進するな
ど、地域の振興にも寄与している。なお、レクリエーショ
ンの森の名称及び区域についても、関係の都道府県
知事や市町村長から意見を聴いて策定される、国有林
野施業実施計画により地域の要請等を勘案して定め
ている。

提案は、入野松原
を、統一した再生
計画のもとで総合
的に整備するとい
うものであるが、提
案は実現できると
解して良いか。

事前の届自体を不要とする、つまりその権限そ
のものを町への移譲を求めているのであり、提
案の内容に添った正確な回答となっていない。
また、公益機能の確保の判断は市町村の判断
でいいのではないか。全国一律の規制が必ず
しも公益機能を保障しているとは限らず、住民
生活に最も近い政府である、市町村の権限と判
断で十分であると思われる。

 現行制度においては、松原の再生のための整備に必要な
植栽や保育、除伐は許可不要とされ、また間伐又は人工林
に係る択伐については届出制とされていることから、権限を
委譲しなければ松原に係る管理や整備を迅速に行うことが
できないとするのは事実誤認である。
　なお、保安林については、災害の防備等の公益的機能の
持続的な発揮を確保する必要があることから、保安林の機
能が損なわれないよう過剰な伐採の有無や植栽の必要性
等の確認が必要であり、間伐又は人工林に係る択伐を行う
場合には、森林法により届出制とされている。事前の届出自
体を不要とした場合には、違法に行われる過剰な伐採も含
め未然に察知することができず、松原の再生を目的とした本
提案の趣旨に反することとなるため、むしろ事前の届出は必
要であると考える。
　また、提案主体からの意見において「全国一律の規制が、
そこに住む住民の生活権を脅かしている。」とされているが、
保安林については、地域の実状や市町村の意見を反映し、
保安林ごとに適切な施業を確保するための伐採の限度等を
個々に指定することにより、住民の生活環境の保全等に支
障が生じないよう制限を行っているものである。

1553 15532010 大方町
入野松原再
生住民プロ
ジェクト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・
整備する際には、それぞれの所管部署に協議
をしなければならないため、統一した管理や
整備ができないばかりでなく、迅速な対応が
できない
住民生活と密着した松原の再生を図るため
に、住民生活に一番近い政府である「地方自
治体」に権限と財源を移譲することによっ
て、統一した再生計画のもとで総合的に整備
することができる。

農林水産省 1020460
国有林分収造
林・分収育林事
業の特認事業

国有林野の管理
経営に関する法
律

（分収造林）
　国は、分収造林契約に基づき国有林を国以外の者
に造林させ、その収益を国及び契約者が分収すること
ができるとしているところ。
（分収育林）
　国は、分収育林契約に基づき、一定の土地に成育し
ている樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分
の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管
理に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林に
よる収益を国及びその者が分収することができるとし
ているところ。

Ｃ

　須木村から具体的な箇所について分収造林及び分
収育林の要望があれば、当該箇所が国有林野の管理
経営上、特に支障とならない場合にあっては、分収造
林契約及び分収育林契約を締結することは可能であ
る。
　ただし、契約箇所の地上権の権限委譲については、
国有財産法第１８条において行政財産（国有林の企業
用財産を含む）に私権（地上権を含む）を設定すること
はできない旨規定されているところであり、困難であ
る。
　また、分収林制度は、契約満了時に契約箇所の立木
を全て伐採し、その収益を契約に基づく国と造林者（費
用負担者）で分収する制度であり、契約箇所の立木を
伐採して収益を上げることが目的であることから、伐採
を前提としない分収林契約の締結は困難である。さら
に、分収造林は伐採を前提とした制度であることから、
契約期間は標準伐期齢（林木の年成長が最大となる
時期を基準とし、その利用価値を考慮して定められた
分収（伐採）の時期）を考慮して最長契約期間を80年
間と定めているものであり、これを超える100年間の契
約は困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　須木村から具体的な箇所について分収造林及び分収育
林の要望があれば、当該箇所が国有林野の管理経営上、
特に支障とならない場合にあっては、分収造林契約及び分
収育林契約を締結することは可能である。
　ただし、契約箇所の地上権の権限委譲については、国有
財産法第１８条において行政財産（国有林の企業用財産を
含む）に私権（地上権を含む）を設定することはできない旨
規定されているところであり、困難である。
　また、分収林制度は、契約満了時に契約箇所の立木を全
て伐採し、その収益を契約に基づく国と造林者（費用負担
者）で分収する制度であり、契約箇所の立木を伐採して収益
を上げることが目的であることから、伐採を前提としない分
収林契約の締結は困難である。さらに、分収造林は伐採を
前提とした制度であることから、契約期間は標準伐期齢（林
木の年成長が最大となる時期を基準とし、その利用価値を
考慮して定められた分収（伐採）の時期）を考慮して最長契
約期間を80年間と定めているものであり、これを超える100
年間の契約は困難である。

1575 15751010 須木村

国有林野活
用・再生型
須木村グ
リーンツーリ
ズム（須木村
グリーンツー
リズム）

　景観や機能から配慮して特に必要と認めら
れる国有林については、須木村と分収造林契
約もしくは、分収育林契約を締結し、その地
上権を須木村へ委譲する。またその場合、分
収の権限が発生するが、広葉樹については、
その材価としての価値を問うものではないた
め、発生した収入については、分収するが、
皆伐は考えず、期限を１００年とし、契約更
新を可能とすること。

農林水産省 1020470
国有林分収造
林・分収育林事
業の特認事業

国有林野の管理
経営に関する法
律

（分収造林）
　国は、分収造林契約に基づき国有林を国以外の者
に造林させ、その収益を国及び契約者が分収すること
ができるとしているところ。
（分収育林）
　国は、分収育林契約に基づき、一定の土地に成育し
ている樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分
の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管
理に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林に
よる収益を国及びその者が分収することができるとし
ているところ。

Ｃ

　須木村から具体的な箇所について分収造林及び分
収育林の要望があれば、当該箇所が国有林野の管理
経営上、特に支障とならない場合にあっては、分収造
林契約及び分収育林契約を締結することは可能であ
る。
　ただし、契約箇所の地上権の権限委譲については、
国有財産法第１８条において行政財産（国有林の企業
用財産を含む）に私権（地上権を含む）を設定すること
はできない旨規定されているところであり、困難であ
る。
　また、分収林制度は、契約満了時に契約箇所の立木
を全て伐採し、その収益を契約に基づく国と造林者（費
用負担者）で分収する制度であり、契約箇所の立木を
伐採して収益を上げることが目的であることから、伐採
を前提としない分収林契約の締結は困難である。さら
に、分収造林は伐採を前提とした制度であることから、
契約期間は標準伐期齢（林木の年成長が最大となる
時期を基準とし、その利用価値を考慮して定められた
分収（伐採）の時期）を考慮して最長契約期間を80年
間と定めているものであり、これを超える100年間の契
約は困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　須木村から具体的な箇所について分収造林及び分収育
林の要望があれば、当該箇所が国有林野の管理経営上、
特に支障とならない場合にあっては、分収造林契約及び分
収育林契約を締結することは可能である。
　ただし、契約箇所の地上権の権限委譲については、国有
財産法第１８条において行政財産（国有林の企業用財産を
含む）に私権（地上権を含む）を設定することはできない旨
規定されているところであり、困難である。
　また、分収林制度は、契約満了時に契約箇所の立木を全
て伐採し、その収益を契約に基づく国と造林者（費用負担
者）で分収する制度であり、契約箇所の立木を伐採して収益
を上げることが目的であることから、伐採を前提としない分
収林契約の締結は困難である。さらに、分収造林は伐採を
前提とした制度であることから、契約期間は標準伐期齢（林
木の年成長が最大となる時期を基準とし、その利用価値を
考慮して定められた分収（伐採）の時期）を考慮して最長契
約期間を80年間と定めているものであり、これを超える100
年間の契約は困難である。

1575 15752010 須木村

国有林野活
用・再生型
須木村グ
リーンツーリ
ズム（須木村
グリーンツー
リズム）

　景観や機能から配慮して特に必要と認めら
れる国有林については、須木村と分収造林契
約もしくは、分収育林契約を締結し、その地
上権を須木村へ委譲する。またその場合、分
収の権限が発生するが、広葉樹については、
その材価としての価値を問うものではないた
め、発生した収入については、分収するが、
皆伐は考えず、期限を１００年とし、契約更
新を可能とすること。

農林水産省 1020480

都道府県知事の
保安林解除に関
する権限の特例
市への委譲

森林法

民有保安林のうち、森林法第25条第1項第4号以下の
目的の達成のために指定された保安林及び重要流域
以外の森林法第25条第1項第1号から第3号のために
指定された保安林の解除については、都道府県知事
の権限である。

Ｅ

保安林の指定の解除については、法令等に基づき行
われるものであり、権限者によって解除に係る審査内
容及び適否の判断等が変わるものではなく、特例市に
権限を移譲したことにより、「支援措置に係る提案事項
の内容」にあるように「企業のニーズに柔軟な対応を行
うとともに、早急な保安林手続きを可能なものとする」
ものとはならないことから、事実誤認である。
　なお、保安林の指定解除の事務手続きについては、
標準処理期間を定め、事務の迅速化を図っているとこ
ろである。

特例市に権限委
任することにつ
いて、再度検討
し、回答された
い。できない場
合は、なぜ特例
市に委任できな
いのかの理由を
具体的に示され
たい。

都道府県知事権限である重要流域外の保安林
解除に関する権限を特例市へ権限委譲するこ
とが可能かどうかについてご回答をいただきた
い。

Ｄ－１
Ｃ

　都道府県知事の行う保安林の指定の解除権限の事
務については、地方自治法第252条の17の2により、
市町村が都道府県に代わり事務を処理することが可
能である。
　ただし、保安林の指定解除の権限については、保安
林が災害の防備等国民の生命･財産の保全に重要な
役割を果たすものであり、また、その効果は、流域等
を単位として発揮され、一般に市町村の境界を超えて
広範に及ぶことや、保安林の指定解除の及ぼす影響
の判断には専門的な知識を要すること等を踏まえ検
討する必要がある。
　なお、今回の提案は、「企業のニーズに柔軟な対応
を行うとともに、早急な保安林手続きを可能なものとす
る」ことを目的とするものであり、これを理由として保安
林の指定解除の権限を委譲することとすれば、災害
の防備等に対する影響が十分に考慮されないおそれ
があると考えられる。

1317 13172010 呉市

昭和東地区
地域再生プ
ロジェクト構
想

市街化調整区域において新規工業団地の造成
を計画しているが，計画区域周辺には県知事
権限の保安林が点在しており，通常ではこれ
らの保安林解除にはかなりの年月を要するた
め工業団地の造成が急務である当市は保安林
を避けた区域において第１工区の工業団地を
造成に着手したところである。このため現在
森林法第２５条の２，第２６条の２で規定さ
れている県知事権限の保安林の解除権限を特
例市に権限委譲することにより，今後保安林
を含む２工区の工業団地を造成するに当た
り，工場立地事業者の敷地規模，配置等の企
業のニーズに柔軟な対応を行うとともに，早
急な保安林手続きを可能なものとすることに
より，より良好な工業団地の造成を実施する
とともに進出企業の立地を促進し，地域の活
性化と雇用の創出を図るものである。
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農林水産省

担当府省
庁名

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

支援措置に係る提案事項の内容

農林水産省 1020490
保安林解除の権
限移譲

森林法第26条、
第26条の２

都道府県知事の権限に属する森林法第25条第1項第
1号から第3号に掲げる目的の達成のために指定され
た保安林の解除をしようとする場合、指定理由の消滅
によるものは１ha以上、公益上の理由によるものは５
ha以上のものについては、農林水産大臣に協議し、同
意を得ることが必要。

Ｃ

公的機関が行う工業団地整備にあたり、地域住民の
生命・財産の保全のため森林法第25条第1項第1号か
ら第3号に掲げる目的のために指定された保安林の指
定の解除を要する場合に、「構想（プロジェクト）の提案
内容」にあるように市政経営の安定的な税財源の確保
のための新規企業誘致を促進するためをもって、その
他の者が事業を実施する場合と比して優遇することは
合理性がなく、これに限り協議を不要とすることはなじ
まない。
　なお、当該協議については標準処理期間（2ヶ月）を
定め、事務の迅速化を図っているところである。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し回答されたい。

　水源のかん養、土砂の流出防備及び土砂の崩壊防
備を目的として指定されている保安林については、国
民の生命・財産の保全に重要な役割を果たしているこ
とから、その指定の解除は特に慎重に行う必要があ
る。
　このため、「構想（プロジェクト）の提案内容」にあるよ
うに市政経営の安定的な税財源の確保のための新規
企業誘致を促進するためをもって、その他の者が事業
を実施する場合と比して優遇することは合理性がな
く、これに限り協議を不要とすることはなじまない。
　なお、当該協議については標準処理期間（2ヶ月）を
定め、事務の迅速化を図っているところである。

1516 15162010
静岡県湖西
市

高品質なも
のづくり基盤
創造「企業
誘致促進
化」構想

現在、保安林解除については、県知事または
農林水産大臣の許可が必要であり、県知事が
解除権限を有しているものでも、１ha以上は
農林水産大臣に協議をし、同意を得るものと
なっている。公的機関（県の企業局、市の土
地開発公社）が、地域再生計画に位置づけら
れた土地について、実施する事業に限り、農
林水産大臣の協議は不要とする。

農林水産省 1020500
国有財産の減額
譲渡の適用拡大

国有財産特別措
置法第３条

普通財産は、同法に規定する場合であれば、地方公
共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減
額した対価で譲渡することができる。

Ｃ

　「地域再生推進のための基本指針」１(2)においては、
「地域の「自助と自立の精神」を活かすため、従来型の
財政措置を講じない」としている。
　また、「構造改革特区及び地域再生の提案募集につ
いて（地方公共団体用）」２．４）(1)a.においては、更に
具体的に「国庫補助金の対象の拡大については、採
択基準の緩和や対象の拡大は提案の対象外」として
いる。
　今回提案のあった普通財産の減額譲渡の適用拡大
については、実質的に「国庫補助金の対象の拡大」に
あたるものであり、同基本指針等の趣旨にそぐわな
い。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

本提案は、国有財産特別措置法の第３条で限
定している適用対象の拡大を求めるものであ
る。したがって、国有財産の処分に関するもの
であり、新たな財政措置が必要になるとは考え
ていない。また、一般的に、補助金とは、国が国
以外の者に対して交付するものであり、本提案
の内容が国庫補助金に該当するものとは解し
ていない。

  今回の「提案主体からの意見」では、国有財産の減
額譲渡に係る適用対象の拡大を旨とする提案内容に
ついて、「新たな財政措置が必要になるとは考えてい
ない」、「本提案の内容が国庫補助金に該当するもの
とは解していない」と主張している。
  しかしながら、国有財産の減額譲渡、国庫補助金の
交付は、国の財政負担（歳入の減または歳出の増）を
もって地方公共団体等の財政負担の軽減（歳出の減）
を図るということでは全く同じ性格のものであることか
ら、これらの適用対象を拡大することは、いずれも国
から地方に対する「新たな財政措置」であることに変
わりはない。
  このため、国有財産の減額譲渡に係る適用対象の
拡大を旨とする提案は、「地域の「自助と自立の精神」
を活かすため、従来型の財政措置を講じない」として
いる「地域再生推進のための基本方針」等の趣旨に
そぐわない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

法令では、国有財産特別措置法の第３条１項２号において、
魚類のふ化場を用途廃止をし、当該施設を地方公共団体が
引き続き利用する場合には、すでに減額譲渡を認めている
ところ。
本提案は、用途廃止が予定されている国の施設を、市民の
健康づくりの拠点として利活用することを通じて、地域再生
を行うための施策の１つであり、現在、減額譲渡の適用範囲
を魚類のふ化場に限定していることに対して、「構造改革特
区及び地域再生の提案募集について（地方公共団体用）」2
,4)(1)aにある、イコールフッティングの観点から、地方公共団
体が地域再生のために国の施設を有効活用する場合にも
適用を認めるよう限定の是正を求めるものであり、従来型の
財政措置とは異なるものと考えている。

    「イコールフッティング」とは、「適切・平等な競争条件のこと」（経済財政諮問会
議「構造改革用語集」）を意味し、補助事業等の財政措置との関係においては、
同一事業の対象となり得る実施主体の「競争条件」の平等性（例えば、株式会
社、協同組合、個人企業等の間の平等性）を問題とする場合に用いられる用語で
あり、相互に「競争」が生じない地方公共団体が普通財産を譲渡される場合の財
政措置の有無、程度の比較に用いられるものではない。
  このため、今回提案主体から提出があった再意見の内容は、「構造改革特区及
び地域再生の提案募集について（地方公共団体用）」２.４)(1)ａのただし書き、「不
合理に対象を限定しているような補助金について、イコールフッティングの観点か
らその限定の是正を提案する場合には提案の対象になります。」には該当しない
と考える。
　そもそも、第３条１項２号は地方公共団体が引き続き同種の施設の用に供する
場合に減額譲渡可能な施設（魚類のふ化場）を定めており、用途廃止した国の施
設を異なる目的の用に供する場合に減額譲渡を認めるものではなく、事実誤認で
ある。
  また、これまでも回答しているように、同文書の２.４)(1)ａの本文においては、「国
庫補助金の対象の拡大については、採択基準の緩和や対象の拡大は提案の対
象外」としているが、提案のあった普通財産の減額譲渡の適用拡大は、実質的な
「国庫補助金の対象の拡大」にほかならず、同文書や「地域再生推進のための基
本方針」の趣旨にそぐわない。

1186 11862010 帯広市
保健福祉の
まちづくり構
想

国有財産特別措置法では、普通財産を地方公
共団体に対し譲渡する場合、第３条の各号に
該当するときは、時価からその５割以内を減
額した対価で譲渡することができるとしてい
るが、地域再生計画に位置づけられたものに
ついても、地方公共団体が国の普通財産を取
得する場合、この規定を適用する。

農林水産省 1020510

大臣許可漁業の
許可権限の大臣
から知事への委
譲

漁業法第５２条第
一項

船舶により行う漁業であって、以下の全ての要件を備
える政令で指定される漁業を営もうとする者は、農林
水産大臣の許可を受けなければならないとされてい
る。　　　　　　　　①水産動植物の繁殖保護又は漁業
調整のため漁業者及びその使用する船舶について制
限措置を講ずる必要がある漁業であること
②政府間の取決め、漁場の位置その他の関係上当該
措置を統一して講ずることが適当である漁業であるこ
と
現在指定漁業として沖合底びき網漁業、大中型まき網
漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業等１３業種が指定さ
れている。

Ｃ

  漁業法は、境界のない海において、さまざまな漁業が総
合的に水面を利用し、もって漁業生産力を発展させる（法
第１条）ため、漁業調整を行う主体を国及び都道府県と
し、
①　主に都道府県の地先において営まれる漁業につい
て、都道府県知事による許可制（法第６５条第１項の規則
による知事許可漁業、法第６６条による法定知事許可漁
業（法定受託事務））をとるとともに、
②　広域的な資源管理や漁業調整の観点から国が統一
して管理を行う必要のある漁業について、農林水産大臣
による許可制（法第５２条による指定漁業、法第６５条第
１項の省令による許可漁業）をとることとしている。
　このような観点から、御提案中に例示のある大中型ま
き網漁業及び沖合底びき網漁業（指定漁業）について
は、漁獲対象資源は広域的に分布し、漁業者も他県の
者が操業するなどの実態に鑑み、広域的な資源管理や
漁業調整の観点から国が統一して管理を行う必要のあ
る漁業として政令指定し、国が自ら漁業管理を行うことと
しているものであり、地先の都道府県知事が管理を行う
ことは妥当でない漁業である。
また、当該指定漁業者においても、一部地域のみ大臣か
ら知事へ許可権限が移行することについては反対の意
向である。
   なお、それぞれの漁業種類の間で操業トラブル等の調
整上の問題が生じた場合には、具体的な内容に応じ、双
方による話し合いを通じて操業ルール等を定め、解決を
図っているところであり、青森県下北尻屋崎周辺海域に
おいても、これまでも、国､県の調整のもと、関係漁業者
間の話し合いが円滑かつ公平に行われ、この結果に基
づき操業ルールに関する申し合わせがなされている。今
後とも県との連携をより密にし、操業秩序維持を図って参
りたい。

調整方法について
具体的に検討され
たい。

　本県の下北尻屋周辺海域（東通村及び六ヶ
所村の沿岸・沖合海域）では、距岸約２海里ま
では共同漁業権が設定されているほか、沖合
底曳網漁業の禁止ラインが尻屋崎近辺で共同
漁業権の内側に存在し、大中型まき網漁業の
禁止ラインは共同漁業権から約１海里離れた距
岸３海里に設定されています。
　現状では、沿岸漁業と沖合底曳網漁業、沿岸
漁業と大中型まき網漁業それぞれにおいて、
国、県の調整により操業協定が締結されていま
すが、これらの漁業が距岸５～６海里の漁場に
輻輳しているため、依然として
①従来から定置漁業で漁獲してきたブリをすぐ
沖合で大中型まき網が漁獲する
②大中型まき網や沖合底曳がスルメイカを大量
に漁獲することにより、沿岸の主要漁業である
いか釣りの漁場が消失したり魚価低迷を招く
といった問題が起きています。
　こうした狭い海域に多くの漁業が輻輳している
場合の漁業管理については、国、県がそれぞ
れ行うのでなく、地域漁場の特性を把握してい
る知事の権限により行い、沖合、沿岸漁業の共
存・共栄を図りながら水産資源の保護や魚礁設
置等基盤整備等を推進し、漁業経営の安定化
による地域の活性化を図るべきと考えますの
で、再度の御検討をお願いします。

　我が国の水面を総合的に利用して漁業生産力の維持・発
展を図る上で、異なる漁業が同一の漁場において同一の水
産資源を対象として操業することは通常行われていることで
あり、操業上のトラブル等が生じた場合には、当事者たる漁
業者間の話し合いをもとに、必要に応じて行政が関与し、操
業ルールを定めているところである。
  一方で、公共水面の水産資源は無主物でありこれを先占
した者の所有となるため、漁業者は資源・漁場のより多くの
分配を得たいと考えるのが常であり、この分配に影響を与え
る操業ルールを当事者間の話し合いをもとに定める以上、
一方の漁業者の主張が完全に満たされることは無いことが
通例である。
  　このため、操業上のトラブルを回避し、操業上のルールを
形成していくためには、当事者間の話し合いを公平に行うと
ともに、行政が適切に関与していくことが重要であると考え
るところであり、漁業管理主体を変更することにより解決さ
れるべき問題ではないと認識している。
  なお、漁業管理主体に関する当方の考え方については、
前回の回答にて示したところである。
  　尻屋崎周辺水域の操業調整に関しては、本年２月に沿
岸漁業者とまき網漁業者間の申し合わせが国、県の立会い
で、また、本年７月に沿岸漁業者と沖合底引き網漁業者間
の申し合わせが県の立会いで合意され、操業自粛海域等が
定められているところである。今後は、申し合わせの有効期
間が満了する２年後や当事者からの申し出があった場合に
は申し合わせの見直し等の協議が行われることになる。こ
のような、当事者間の協議や当該水域の資源管理に関し、
国、県が協力し、県の従来以上の強い関与と主体的取り組
みを得ることで、当該水域の円滑な漁業調整を図っていきた
いと考える。

右の提案主体の
意見を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

　下北尻屋周辺海域は前回の意見でも示したとおり、ごく沿
岸近くで、知事管理である共同漁業権漁業や知事許可漁業
と大臣管理である沖合底曳網漁業や大中型まき網漁業が
輻輳し、操業上のトラブル等が発生している漁場でありま
す。こうしたごく沿岸の狭い海域で多くの漁業が輻輳してい
る場合の漁業管理については、国の指導のもと、漁業権や
漁業調整規則を管轄する知事が沖合・沿岸漁業の共存・共
栄を図りながら一元的に行い、水産資源の保護や魚礁設置
等基盤整備を推進し、水産資源の持続的利用と漁業経営の
安定化による地域の活性化を図るべきと考えておりますの
で、権限の委譲について再度の検討をお願いします。

　前回、前々回に回答したとおり、
①我が国においては、さまざまな漁業が総合的に水面を利用し、漁業生産力の
維持・発展を図るため、主に都道府県の地先で営まれる漁業については知事が
管理し、広域的な資源管理等の観点から国が統一して管理する必要のある漁業
は大臣が管理する等それぞれの漁業の操業範囲、対象資源に応じ都道府県、国
が管理する漁業を区分している。

②大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業は、漁獲対象資源が広域的に分布
し、漁業者も他県の者が操業するなどの実態に鑑み、国が自ら漁業管理を行うこ
ととしているものであり、特定の海域のみ地先の都道府県知事が管理を行うこと
は、広域的な資源管理や漁業調整の支障になるとともに、漁業者にいたずらに複
雑な操業規制と過剰な許認可手続を強いるものであり不適切である。また、当該
水域で操業する大中型まき網漁業者及び沖合底びき網漁業者も、一部地域のみ
大臣から知事へ管理権限が委譲されることに強く反対している。

③異なる漁業が同一の漁場において同一の水産資源を対象として操業すること
は、下北尻屋周辺海域に限らず、通常行われていることであり、操業上のトラブ
ルは、当事者間の話し合いにより操業上のルールを形成することで解決を図るべ
きである。都道府県と国の行政は一体となり、このような話し合いが円滑になされ
るよう公平かつ適切に関与していくことが重要であり、漁業管理主体の変更で解
決されるべき問題ではない。

④下北尻屋周辺海域の操業調整に関しては、本年２月に沿岸漁業者とまき網漁
業者間の申し合わせが国、県の立会いで、また、本年７月に沿岸漁業者と沖合底
引き網漁業者間の申し合わせが県の立会いで合意され、操業自粛海域等が定
められているところである。今後は、申し合わせの有効期間が満了する２年後や
当事者からの申し出があった場合には申し合わせの見直し等の協議が行われる
ことになる。このような、当事者間の協議や当該水域の資源管理に関し、今後と
も、国、県が協力し、県の従来以上の強い関与と主体的取組を得ることで、当該
水域の円滑な漁業調整を図っていきたいと考える。

1154 11542010 青森県

下北沿岸・
沖合水産資
源管理区域
の設定構想

　本県の下北尻屋崎周辺海域では、国が定め
た大中型まき網漁業や沖合底びき網漁業など
の沖合漁業と沿岸漁業の重なる区域が存在
し、大臣が指定する区域で操業する沖合漁業
者と知事が許可する沿岸漁業者との間で漁場
や資源をめぐり、操業上のトラブルが生じて
いる。
　このため、下北尻屋崎周辺海域に「沿岸・
沖合水産資源管理区域」を設け、沖合漁業者
に対する大臣の許可権限を知事に委譲させる
ことにより、漁業調整を知事権限で一元化
し、沖合・沿岸漁業の共存・共栄を図りなが
ら、水産資源の保護や魚礁設置等基盤整備等
を推進し、漁業経営の安定化による地域の活
性化を図る。

農林水産省 1020520
漁港の目的外使
用容認

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条、同
施行令第13条、
14条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の
長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。

D-1

補助金は国会の議決を経て、国民の税金等貴重な財
源による国費を特定の行政目的達成のために交付し
ているものであることに鑑み、その交付の目的に反し
て使用する場合にあっては、補助金返還の有無も含め
て個別の事案ごとに審査を行っており、補助目的の達
成状況等を考慮した上で、漁港の機能に支障がなけ
れば目的外に使用することは可能と考える。

提案内容は、
「既存の漁業と
共存しながら、
目的外の利用が
可能な漁港にお
いて、漁協等の
民間事業者が収
益事業と漁港管
理運営をセットで
行うこと」を踏ま
えた上で補助金
で取得した施設
（用地）の目的外
利用を可能とす
るため、財産処
分制限の緩和お
よび補助金返還
の免除するとい
うものであり、提
案は実現可能と
解してよいか。

　今回の提案主旨は伊豆という地域特性を反
映し、漁港機能に支障がない範囲であれば、構
想に合致する漁港においては、目的外使用を
認めるという提案であり、一般論ではなく、「地
域再生推進のためのプログラム」の支援措置
「補助対象施設の有効活用」も踏まえ、具体的
に回答されたい。

Ｄ－１
Ｄ－３

地域再生の支援措置（１３００４（別添１００１））に基づ
き、補助事業により整備した農林水産共同利用施設
を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経
済情勢の変化等に伴い需要の著しく低下している補
助対象施設の転用を弾力的に認めるとともに手続き
を簡素合理化することとし、農林水産省の同意を得て
内閣総理大臣の認定を受けた場合、当該計画に係る
補助対象施設について補助金等適化法第２２条の各
省各庁の承認があったものとして取り扱うこととしてい
る。その際、①有償の譲渡・貸付の場合②公共施設
以外への転用の場合③補助対象外公共施設への転
用の場合を除き、補助金相当額の国庫納付を原則と
して求めないこととし、転用後の主体にかかわらず転
用を認めることとしている。なお、漁港の機能・保全及
び漁村の防災上、支障を与えないことが条件となる。

1578 15782091

静岡県､沼津
市､熱海市､
三島市､伊東
市､下田市､
伊豆市､東伊
豆町､河津
町､南伊豆
町､松崎町､
西伊豆町､賀
茂村､伊豆長
岡町､戸田
村､函南町､
韮山町､大仁
町､清水町､
長泉町

伊豆地域交
流拡大構想

（①部分）
既存の漁業と共存しながら、目的外の利用が
可能な漁港において、漁協等の民間事業者が
収益事業と漁港管理運営をセットで行うこと
を容認。

農林水産省 1020530
国立研究機関等
敷地の開放

国有財産法第十
四条　次に掲げる
場合においては、
当該国有財産を
所管する各省各
庁の長は、財務
大臣に協議しなけ
ればならない。
七　国以外の者に
行政財産を使用さ
せ、又は収益させ
ようとするとき
（国有財産につい
て適用）

農林水産技術会議事務局筑波事務所では、国有財産
法に基づき、国有財産を管理している。また、独立行
政法人においては、内部規程に基づいて財産を管理
している。

D-1

提案のうち、「研究施設に通り抜け通路を整備」につい
ては、農林研究団地内を貫いて設置されている「農林
連絡道路」では、路線バスなども運行されているなど、
既に周辺住民の通行のためにも利用されているところ
である。　また、「緑地を憩いの場及び災害時の避難所
として開放」については、敷地内は業務に支障を及ぼ
さない限り、特に散策等の立ち入りを規制していない。
災害時については、要請があればその都度対応した
いと考えている。

提案内容はすべ
て実現可能と解
して良いか。な
お、災害時につ
いては、要請、
調整している時
間はないと思わ
れるが、この点
も踏まえ、再度
検討し回答され
たい。

提案のうち、「研究施設に通り抜け道路を整備」につ
いては、農林研究団地内を貫いて設置されている「農
林連絡道路」では、路線バスなども運行されているな
ど、既に周辺住民の通行のためにも利用されていると
ころであり、現行でも対応可能と考える。
また、「緑地を憩いの場及び災害時の避難所として開
放」については、敷地内は業務に支障を及ぼさない限
り、特に散策等の立ち入りを規制していない。つくば
市が現在設けている避難所のように、緑地を災害時に
おける避難所として事前に指定する場合は、要請があ
ればその都度対応したいと考えており、現行の規定で
も対応可能と考える。

1629 16292040 茨城県

つくばス
ミソニア
ン プ ロ
ジェクト

・研究施設の広大な敷地に通り抜け通路の
整備を認めること。

・研究施設の緑地を,憩いの場及び災害時の
避難所として開放すること。
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